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(57)【要約】
　位置識別子を通して特定される文書のコンテンツブロ
ックのアドレスを作成するためのアプリケーションプロ
グラミングインタフェース（ＡＰＩ）ならびに、作成さ
れたアドレスからコンテンツを取得する、および作成さ
れたアドレスにコンテンツを戻して入れる、または統合
するためのＡＰＩによって、コンテンツキュレーション
を容易にすることができる。変換および統合サービスを
含むアクセスサービスを使用して、様々なクライアント
に適したフォーマットでコンテンツブロックを提供する
ことができる。コンテンツブロックが少なくとも２つの
ユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を使用して取
り込まれる場合でも、複数のコンテンツブロックが単一
の文書として取得されるように文書ビューが描かれる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の文書の第１のビューを表示するステップであって、前記第１の文書が第１のアド
レスを通してアクセス可能である、ステップと、
　前記第１の文書の特定されたコンテンツの第２のアドレスを要求するためにアドレスサ
ービスを呼び出すステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記第２のアドレスのユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を受信するステップを
さらに含み、前記ＵＲＬが前記特定されたコンテンツのマスター文書にアクセスする、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記特定されたコンテンツが、段落識別子、行識別子、文字識別子、範囲、および部分
識別子のうち少なくとも１つなどの位置識別子を使用して特定される、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記第１の文書の前記特定されたコンテンツへの修正をマスター文書に統合するよう要
求するために統合サービスを呼び出すステップをさらに含み、前記マスター文書が随意に
前記第２のアドレスに位置する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　文書を閲覧するための方法であって、
　少なくとも第１のコンテンツブロックの第１のアドレスおよび第２のコンテンツブロッ
クの第２のアドレスを含む要求と共にアクセスサービスを呼び出すステップと、
　少なくとも前記第１のアドレスおよび前記第２のアドレスからの前記第１のコンテンツ
ブロックおよび前記第２のコンテンツブロックが組み合わされたコンテンツを含む文書ビ
ューを受け取るステップと
を含み、
　前記組み合わされたコンテンツの各ブロックが段落識別子、行識別子、文字識別子、範
囲、および部分識別子のうち少なくとも１つなどの位置識別子を含んでおり、前記位置識
別子が前記アクセスサービスによる個別の取り出しのためにアドレスを割り当てられるこ
とが可能である、方法。
【請求項６】
　前記第１のアドレスまたは前記第２のアドレスに保管されているコンテンツへの修正が
前記文書ビューに反映される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のコンテンツブロックが前記第１のアドレスを含む第１のユニフォームリソー
スロケータ（ＵＲＬ）を通してアクセス可能であり、前記第２のコンテンツブロックが前
記第２のアドレスを含む第２のＵＲＬを通してアクセス可能である、請求項５に記載の方
法。
【請求項８】
　前記組み合わされたコンテンツの前記コンテンツブロックのうち少なくとも１つと関連
し、任意でバージョン情報を含む履歴データを受け取るステップをさらに含む、請求項５
に記載の方法。
【請求項９】
　複数のコンテンツブロックを含む文書ビューであって、
　前記コンテンツブロックが、
　　段落識別子、行識別子、文字識別子、範囲、および部分識別子のうち少なくとも１つ
などの位置識別子と、
　　少なくとも２つのユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬを使用して取り込まれたコ
ンテンツとを含み、
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新しいＵＲＬを割り当てて、その新しいＵＲＬを通して個別にアクセス可能であるために
、随意に、少なくとも２つのＵＲＬを使用して取り込まれた複数のコンテンツブロックの
うち１つまたは複数のコンテンツブロックが選択可能である、
文書ビュー。
【請求項１０】
　少なくとも２つのＵＲＬを通してアクセスされるリソースに保管されているコンテンツ
への修正が文書ビューに反映される、請求項９に記載の文書ビュー。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]共同作業およびファイル共有は共同作業用ソフトウェアの進歩につれて容易にな
ってきた。しかし、すべてのデバイスで共同執筆および共同作業のサポートが可能なわけ
ではない。デバイスには共同作業に対応しないもの、または対象のデジタルコンテンツを
アクセスおよび修正するすべてのシステムが同じプログラムを実行することを要求するも
のがある。ある人があるデジタルコンテンツをアクセス、共有、および共同執筆する能力
は、そのデジタルコンテンツを閲覧、修正し、その修正を伝播させて、別の人（または別
のプラットフォーム上の同一人物）によってアクセスされたときにその修正がデジタルコ
ンテンツの一部として反映されるようにするために、そのデジタルコンテンツのフォーマ
ットを認識する適切なソフトウェアプログラムおよび、そのプログラムを実行することの
できるデバイスをもっているかどうかに、ある程度依存する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　[0002]異なるプラットフォームを使用するデバイスの急増に伴い、独自のフォーマット
のみのアクセスおよび表示が可能な、または、あるフィーチャの以前のバージョンのコン
テンツのみの編集が可能なプログラムを実行するデバイスで、ある１つのフォーマットの
コンテンツを共有、アクセスおよび編集することは難題となる可能性がある。それに加え
、あるアプリケーションの新バージョンに新しいフィーチャが追加されると、新バージョ
ンは下位互換性をもたなければならず、かつ／または将来のバージョンに対応するための
拡張編集機能を組み込まなければならない。さらに、複数のファイルからのコンテンツの
組み合わせが望まれることがあり、そのいくつかが異なるファイルフォーマットまたはバ
ージョンであることがある。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　[0003]アプリケーションプログラミングインタフェースおよびアクセスサービスが提供
され、これらのサービスでは１つまたは複数のリソースからのコンテンツをユーザに対し
て単一の文書として提示することが可能である。この文書、またはビューは、アプリケー
ション（例えば、ビューア、エディタなど）によって定義されるコンテンツブロック（ｂ
ｌｏｃｋｓ　ｏｆ　ｃｏｎｔｅｎｔ）、またはユーザによって定義されるコンテンツブロ
ックを含むことができ、これらのブロックはアクセスサービスを通して個別にアドレス指
定およびアクセスすることができる。アドレス指定可能なコンテンツブロックを大きな文
書の枠から作成すること、およびアドレス指定可能なコンテンツブロックのコンテンツを
取り出すことを可能にするアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）に
よって、コンテンツキュレーションを促進することができる。
【０００４】
　[0004]一実施形態によれば、変換および統合サービスを行うシステムによってクライア
ントにサービスされる文書は、１組の体験およびその中のコンテンツである。文書または
文書の中から選択されたコンテンツブロックは、システムからの取り出しが可能な場所に
マスター文書として第１のファイルフォーマットで保管することができ、クライアントか
ら要求されると、文書を適切なファイルフォーマットに変換してクライアントにサービス
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することができる。また、サービスされる文書は、そのクライアントでサポートされるフ
ィーチャバージョンを考慮に入れることができる。
【０００５】
　[0005]サービスされた文書をクライアントデバイスに表示することができる。このサー
ビスは文書の適用範囲を広げ（プラットフォームの異なる複数のデバイスにまで）、その
文書のために、そのクライアントデバイスに適した体験を作成する。文書は、どのクライ
アントでも全く同一に見える必要はない。むしろ、文書をユーザの体験に合わせてカスタ
マイズし、デバイスに適合させることができる。文書がクライアントデバイスに表示され
た後は、ユーザはローカルで文書を修正することができる。修正は、コンテンツに対する
修正ならびに文書に関連するデータの修正を含むことができる。例えば、注釈、コメント
、テキスト編集、画像編集、およびその他の修正が加えられてもよい。次に、ユーザは修
正をサーバに戻して保存することができる。ユーザが修正した文書の部分が異なるファイ
ルフォーマットであるか、または異なるバージョンのフィーチャを含んでいる場合でも、
サーバは修正を統合することができる。
【０００６】
　[0006]修正をマスター文書に統合することに加えて、クライアントデバイスに表示され
ている文書の全部または一部を別のマスター文書として保存し、アドレスサービスによっ
てアドレスを指定することができる。
【０００７】
　[0007]一実施形態によれば、第１の文書の第１のビューを表示することができる。第１
の文書を、第１のアドレスから取り出し、必要に応じて適切なフォーマットまたはフィー
チャバージョンに変換することによってクライアントにサービスすることができる。クラ
イアントに表示された文書ビューで作業しているユーザは、編集またはその他のさらなる
処置のためにコンテンツのサブセットを選択することができる。選択される部分は、特定
されたコンテンツであり得る。特定されたコンテンツは、段落識別子、行識別子、文字識
別子、範囲、部分識別子、またはそれらの組み合わせなどの位置識別子を使用して特定す
ることができる。特定されたコンテンツ用に第２のアドレスを取得するために、アドレス
サービスを起動することができる。次に、そのコンテンツのサブセットを第２のアドレス
を通じてアクセスし、単独に修正することができる。
【０００８】
　[0008]別の実装によれば、文書ビューを、少なくとも２つのリソースからのコンテンツ
を含めてクライアントに提供することができる。例えば、アクセスサービスを呼び出すと
き、少なくとも、第１のアドレスからの第１のコンテンツブロックおよび第２のアドレス
からの第２のコンテンツブロックへの要求を伴うことができる。第１のコンテンツブロッ
クと第２のコンテンツブロックを組み合わせることができる。組み合わされたコンテンツ
ブロックは位置識別子を含み、これを使用して新しいアドレスを作成することができる。
【０００９】
　[0009]文書ビューを、少なくとも２つのユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を使
用して取り込んだコンテンツを有する複数のコンテンツブロックと位置識別子とを含むよ
うに提供（またはサービス）することができる。１つまたは複数のコンテンツブロック（
コンテンツブロックのサブセットでもよい）を、新しいＵＲＬを割り当てるために選択可
能であり、この新しいＵＲＬを通じて単独にアクセスすることができる。
【００１０】
　[0010]この概要は、いくつかの概念を選んで簡略化した形で紹介するためのものであり
、これらの概念は、下記の、発明を実施するための形態において詳細に説明される。この
概要は、請求項に記載された主題の重要なフィーチャまたは不可欠なフィーチャを特定す
ることを意図せず、請求項に記載された主題の範囲を制限するために使用されることも意
図しない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】[0011]ある実施形態が行われてもよい動作環境を示す図である。
【図２】[0012]本発明の一実施形態によるエンドポイントの動作環境を示す図である。
【図３】[0013]本発明の一実施形態によるコンピューティング環境を示す図である。
【図４】[0014]本発明の一実施形態による変換および統合サービスの処理フロー例を示す
図である。
【図５Ａ】[0015]変換および統合サービスのシナリオ例を示す図である。
【図５Ｂ】変換および統合サービスのシナリオ例を示す図である。
【図５Ｃ】変換および統合サービスのシナリオ例を示す図である。
【図５Ｄ】変換および統合サービスのシナリオ例を示す図である。
【図６】[0016]本発明の一実施形態による、エディタによって行われる処理を示す図であ
る。
【図７】[0017]本発明の一実施形態による、複数のエディタを使用して文書を共同作業す
るための方法の処理フローを示す図である。
【図８】[0018]いくつかの実施形態で使用されるコンピューティングデバイスの構成要素
を示すブロック線図である。
【図９】[0019]本発明の一実施形態による、アドレス指定可能な複数のコンテンツブロッ
クを有する文書ビューを示す図である。
【図１０】[0020]本発明の一実施形態によるコンテンツキュレーションのためのシステム
を示す図である。
【図１１】[0021]文書のコンテンツのサブセットに新しいアドレスを作成するシナリオ例
を示す図である。
【図１２】[0022]文書から作成されたコンテンツのサブセットを使用する、共同作業のた
めの方法の処理フローを示す図である。
【図１３】[0023]例示的一実施形態を説明する動作環境を示す図である。
【図１４】[0024]キュレーションされたコンテンツにアクセスするための方法の処理フロ
ーを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0025]アプリケーションプログラミングインタフェースおよびアクセスサービスが提供
され、これらのサービスでは１つまたは複数のリソースからのコンテンツをユーザに対し
て単一の文書として提示することが可能である。この文書、またはビューは、アプリケー
ション（例えば、ビューア、エディタなど）によって定義されるコンテンツブロック（ｂ
ｌｏｃｋｓ　ｏｆ　ｃｏｎｔｅｎｔ）、またはユーザによって定義されるコンテンツブロ
ックを含むことができ、これらのブロックはアクセスサービスを通して個別にアドレス指
定およびアクセスすることができる。文書の特定可能な領域に関するアドレス作成するこ
と、および作成されたアドレスからコンテンツを取り出すことを可能にするアプリケーシ
ョンプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）によって、コンテンツキュレーション（お
よび配布）を促進することができる。
【００１３】
　[0026]コンテンツキュレーションとは、様々なソースからのコンテンツを編成および提
示（または共有）することである。
　[0027]コンテンツのいくつかの断片が互いに別々の場所にあり、互いに異なるフォーマ
ットで保管されている場合でも、これらのコンテンツの断片を１つの文書として組み合わ
せることができ、読者、エディタ、またはその他のクライアントが、これを１つのまとま
った断片として閲覧することができる。
【００１４】
　[0028]このことは、画定された各コンテンツブロックにアドレスを与えることによって
達成できる。アクセスサービスは１つまたは複数のコンテンツブロックアドレスを含む要
求を受け取り、その１つまたは複数のコンテンツブロックアドレスから様々なコンテンツ
ブロックを取り出し、コンテンツを組み合わせてクライアントに提供する。文書ビュー内
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で、ブロックの境界は、ブロックの組み合わせまたは分解がクライアントに許可される範
囲までは動的であることができる。例えば、元は１つのブロックで形成されている文書（
その文書を構成する複数の要素に１つのアドレスでアクセスできる）のビューを提示して
もよい。
【００１５】
　[0029]文書の閲覧中、あるユーザが別の文書またはアプリケーションで使用するために
、コンテンツの少なくとも一部をキャプチャしようとすることもある。このシナリオでは
、ユーザは文書の中の特定された部分のアドレスを要求してもよい。この部分は、位置識
別子を使用してコンテンツブロックとして特定することができる。新しいアドレスが作成
されれば、別のクライアント（またはサーバ）が、特定された位置を使用して作成された
アドレスの位置からコンテンツを取得することによって、そのアドレスを有するブロック
にアクセスしてもよい。あるケースでは、それらの複数の異なるブロックから文書が作成
されてもよい。またあるケースでは、ブロックが改訂されると文書が改訂される。１つの
アドレスが、複数のストレージデバイスおよび分散コンピューティング環境を含むリソー
スを指してもよいことを理解されたい。
【００１６】
　[0030]電子文書は、一般に紙製文書のデジタル等価物と理解されており、そのコンテン
ツの作成、注釈付け、修正が文書エディタによって容易になり、最近ではコンテンツの共
有および共同作業も容易になっている。
【００１７】
　[0031]修正には、コンテンツの修正ならびに文書に関するデータの修正を含むことがで
きる。例えば、コメント、テキスト編集、画像編集、およびその他の修正が行われてもよ
い。ファイルの修正には、追加、削除、追加コンテンツおよびリッチなコンテンツを提供
する作業、コメントを追加する作業、ならびに、画像エディタ内で画像を修正する作業を
含むことができる。
【００１８】
　[0032]本発明の一定の実施形態は文書（サービスとしての文書）に新しいフィーチャを
加え、文書の中に体験のセットおよびコンテンツが提供される。体験のセットは、変換お
よび統合サービスのコンテンツアクセスサービスを含む、サービスのセットに対応する。
変換サービスでは、文書が閲覧される各クライアントに対して文書のコンテンツのカスタ
マイズが可能になり、統合サービスでは、文書への修正をマスター文書に再統合すること
が可能になる。マスター文書はコンテンツ、メタデータ、および文書に加えられた修正（
コンテンツの修正およびメタデータの修正を含む）の集合体であってもよい。いくつかの
ケースでは、マスター文書は最も忠実度の高い文書として表示されることができる。
【００１９】
　[0033]よって、忠実度の低いエディタの中で行われた修正または、あるフィーチャの以
前のバージョンを使用した修正がマスター文書に再統合されたときは、統合サービスが忠
実度の補正（ｆｉｄｅｌｉｔｙ　ｒｅｈｙｄｒａｔｉｏｎ）をすることができる。
【００２０】
　[0034]忠実度の補正とは、あるフィーチャの以前のバージョン、または低機能なエディ
タのファイル形式によって修正されたコンテンツを、全機能を備え、最新バージョンのフ
ィーチャをもつコンテンツとして返すことである。例えば、あるグラフフィーチャに２つ
のバージョンがあり、第１のバージョンはリッチなチャート（３Ｄチャートなど）をもち
、第２のバージョンはチャートを静止画像としてしか解釈できないとする。第２のバージ
ョンに対応するエディタでコンテンツが編集された後から、第１のバージョンに対応する
エディタでの閲覧／編集のために、静止画像に忠実度の補正を行って３Ｄチャートに戻す
ことができる。第１のバージョンはフィーチャの将来または後のバージョンでもよく、第
２のバージョンはそのフィーチャの以前または早期のバージョンでもよい。他のケースで
は、両方のバージョンは、同時期にリリースされながらも利用可能な機能が意図的に異な
るバージョンであってもよい。



(7) JP 2016-511883 A 2016.4.21

10

20

30

40

50

【００２１】
　[0035]マスター文書は文書と称されるが、マスター文書の保管は、コンテンツおよび最
新の編集フィーチャの追跡に適した任意のフォーマットで行うことができる。
　[0036]これらのサービスを通して、消費者デバイスは様々なプラットフォームにわたっ
て、クライアント側ソフトウェアまたは消費デバイスを複雑化することなくコンテンツに
アクセスすることおよび修正することが可能である。
【００２２】
　[0037]文書閲覧の柔軟性を高めるために、文書のブロック（ユーザまたはアプリケーシ
ョンによって画定された部分）は、別々にアクセス、閲覧、および修正して、個別に使用
またはマスター文書に戻して統合することができる。
【００２３】
　[0038]（文書またはその他のコンテンツおよび関連情報の）ファイルフォーマットとは
、ファイルの内容（および、場合によっては関連情報）に関する情報が符号化され、コン
ピュータ可読媒体に保管される様式である。ファイルタイプはファイルフォーマットと同
義に使用されることがあるが、一般にはファイルフォーマットの分類を指す。例えば、フ
ァイルタイプには文書ファイルタイプが含まれてもよく、これにはハイパーテキストマー
クアップ言語（ＨＴＭＬ）、Ａｄｏｂｅポータブルドキュメントフォーマット（ＰＤＦ）
、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ文書（ＤＯＣ）、Ｏｆｆｉｃｅ　オープン拡張可能マー
クアップ言語（ＯＯＸＭＬ）フォーマット（ＤＯＣＸ）などが含まれる。Ｍｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　ＷｏｒｄはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ．の登録商標であり、Ａｄｏｂｅ　ＰＤ
ＦはＡｄｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　Ｉｎｃ．の登録商標である。
【００２４】
　[0039]本明細書で使用するときは「消費フォーマット」は、特定のデバイスまたはソフ
トウェアプログラムでサポートされるファイルフォーマット（例えば、「サポート対象フ
ァイルフォーマット」）を指す。サポート対象のファイルフォーマットであることに加え
、消費フォーマットは、デバイス（またはプログラム）が多様なユーザ体験をどのように
サポートできるかに関する、ファイルサイズ、機能などに関するフィーチャを含むことが
できる。
【００２５】
　[0040]サービスとしての文書という枠組みに戻ると、変換および統合サービスを含むコ
ンテンツアクセスサービスを、クラウドサービス体験の一部として提供することができる
。この様式では、コンテンツは１つのフォーマットで作成されてもよく、あらゆるプラッ
トフォームにわたって、コンテンツの消費者にシームレスな体験を提供し得る様式でのア
クセスおよび編集が可能になり得る。
【００２６】
　[0041]図１は、ある実施形態が行われてもよい動作環境を示す。
　[0042]図１を参照すると、動作環境には１つまたは複数のクラウドまたはウェブサービ
スを含むことができる。本明細書に記載するコンテンツアクセスサービス１００はクラウ
ドサービスまたはウェブサービスでもよい。
【００２７】
　[0043]クラウドサービスとは一般に、拡張可能な処理能力およびストレージ能力を提供
する、ホスティングされたサービスを指す。クラウドコンピューティングは、多くの場合
、仮想化されたリソースを含むことがある。クラウドコンピューティングによって提示さ
れるリソース自体はサービスとして提供され、クラウドコンピューティングの顧客は、物
理インフラストラクチャを所有する第３者プロバイダからリソースを賃借して使用する。
【００２８】
　[0044]クラウドサービス（例えば、大規模分散コンピューティング環境）によって、ウ
ェブサービスの提供および／またはホスティングが可能である。ウェブサービスとは、ネ
ットワーク上での相互運用的なマシン対マシンの対話をサポートし、ソフトウェアが他の
ソフトウェアアプリケーションに接続できるようにするソフトウェアシステムである。
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【００２９】
　[0045]ウェブサービスは、技術標準およびプロトコルの集合を提供する。例えば、ある
ウェブサービスは、メッセージを送受信するソフトウェアエージェントまたはハードウェ
アエージェント（例えば、ある特定のサービスを要求および提供するコンピューティング
プラットフォーム）によって実装され得る機能を提供する。アプリケーションは、ハイパ
ーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）、ウェブサー
ビス記述言語（ＷＳＤＬ）、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）オブジェクトノーテーシ
ョン（ＪＳＯＮ）、ＳＯＡＰ（元は”ｓｉｍｐｌｅ　ｏｂｊｅｃｔ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ”の略語）などの普遍的なウェブプロトコルおよびデータフォーマットを通
じてウェブサービスにアクセスすることができる。
【００３０】
　[0046]リプリゼンテーショナルステートトランスファ（ＲＥＳＴ：Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎａｌ　ｓｔａｔｅ　ｔｒａｎｓｆｅｒ）プロトコルは名前付きのリソースにア
クセスするときに有用であり、本発明の一定の実施形態で使用されてもよい。本発明の他
の実施形態では、ＳＯＡＰが利用されてもよい。いくつかのケースでは、Ｍｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｃｏｒｐ．のＦＳＳＨＴＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　ｖｉａ　ＳＯＡＰ　ｏｖｅｒ　ＨＴＴＰ）が使用されてもよい。
【００３１】
　[0047]コンテンツアクセスサービス１００は、１つまたは複数の物理サーバおよび／ま
たは仮想サーバを使用してネットワーク上に実装されてもよい。ネットワークには、セル
ラーネットワーク（例えば無線電話）、ポイントツーポイントのダイアルアップ接続、衛
星ネットワーク、インターネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネット
ワーク（ＷＡＮ）、ＷｉＦｉネットワーク、アドホックネットワーク、またはそれらの組
み合わせを含むことができるが、それらに限定されない。そのようなネットワークは、ハ
ブ、ブリッジ、ルータ、スイッチ、サーバ、およびゲートウェイなどの様々なタイプのネ
ットワーク要素を接続するために広く使用されている。ネットワークは、インターネット
などの公共ネットワークおよび／または安全なエンタープライズプライベートネットワー
クなどのプライベートネットワークを含む、接続された１つまたは複数のネットワーク（
例えばマルチネットワーク環境）を含んでもよい。当業者には理解されるように、ネット
ワークへのアクセスは、１つまたは複数の有線または無線アクセスネットワークを介して
提供されてもよい。
【００３２】
　[0048]コンテンツアクセスサービス１００は、インポート／変換部１０２および、レン
ダリング／変換部１０４を含んでもよい。様々なソース１０６からの文書をコンテンツア
クセスサービス１００にインポートすることができる。インポート／変換部１０２は、コ
ンテンツを読者から要求される特定のフォーマットにするという制限を抑える、または撤
廃することによって、個人出版を促進することができる。例えば、特定のファイルフォー
マットでの作業を制作者に要求せずに、書店または他の販売所もしくは商店への個人出版
が可能になる。制作者が作品を簡単に出版できるようになれば、リーダーのユーザは多く
のコンテンツにアクセスできるようになる。
【００３３】
　[0049]「リーダー」とは、主に電子書籍（ｅｂｏｏｋｓ）および／またはその他の電子
コンテンツを読むことを目的として設計されたソフトウェアアプリケーションおよび／ま
たは電子デバイスを指す。リーダーには、多くの場合、注釈、強調、ブックマーク、およ
び書込みなどの、少なくとも何らかの編集機能が含まれる。
【００３４】
　[0050]ソフトウェア電子書籍リーダーの例には、Ｇｏｏｇｌｅ　ＩｎｃのＧＯＯＧＬＥ
　ＲＥＡＤＥＲアプリケーション、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．のＡＰＰＬＥ　ＩＢＯＯＫＳア
プリケーション、Ａｄｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．のＡＤＯＢＥ　ＡＣＲＯＢＡＴ
　ＥＢＯＯＫ　ＲＥＡＤＥＲアプリケーション、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ．のＭＩ
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ＣＲＯＳＯＦＴ　ＲＥＡＤＥＲアプリケーションがある。ハードウェア電子書籍リーダー
の例には、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ　Ｉｎｃ．のＡＭＡＺＯＮ　ＫＩＮＤＬＥブランドの電
子書籍リーダー、Ｂａｒｎｅｓ　＆　Ｎｏｂｌｅ　Ｉｎｃ．から入手可能なＢＡＲＮＥＳ
　ＡＮＤ　ＮＯＢＬＥ　ＮＯＯＫブランドの電子書籍リーダータブレットがある。電子書
籍とは、電子書籍リーダーで読むことができるデジタル形式のテキストおよび／または画
像ベースの出版物である。コンテンツを作成および出版するために使用される、電子書籍
およびその他のデジタルコンテンツには、電子出版（ｅＰｕｂ）、ＨＴＭＬ、ＰＤＦ、プ
リンタコマンド言語（ＰＣＬ）、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）などの様々なフォーマ
ットがある。
【００３５】
　[0051]いくつかのケースでは、インポートされた文書（例えば、インポート／変換部１
０２を通じて）が、クラウド（１０８）の一部として保管されるか、または（アドレスま
たはＵＲＩ（ユニフォームリソース識別子）を保管することによって）保管されているよ
うに見えてもよい。コンテンツアクセスサービス１００は、ストレージ１０８上での動作
を決定してもよいし、または別のストレージ（このストレージはストレージ１０８を直接
または間接的にアクセスしてもよい）に動作を委託してもよい。
【００３６】
　[0052]文書ファイルはコンテンツアクセスサービス１００からエクスポートされてもよ
い。インポートされた文書の１つなどの文書は、エクスポートされる前に、リーダー１１
０、プリンタ１１２、第３者サイト１１４、および２次変換サービス１１６などのエンド
ポイントでの消費（例えば表示のためのレンダリング、対話、修正、または、印刷および
さらなる変換を含む追加処置など）のために変換されることができる。
【００３７】
　[0053]エンドポイントとは、顧客がサービスにアクセスする手段、すなわち対話の入り
口を指す。様々な実施形態によれば、エンドポイントのカスタム化が提供され、それによ
って適用範囲が拡大され、コンテンツの消費方法がデバイスに基づいて変更される。
【００３８】
　[0054]エンドポイントは１つまたは複数の消費者デバイスであることができる。
　[0055]消費者デバイスとは、サービスまたはソースから取り込みまたは購買されたデー
タまたは文書を消費（すなわち、表示／読書、編集、または注釈付けに使用する）ために
使用されるコンピューティングデバイスを指す。消費者デバイスは、主として電子書籍を
読むために使用される単一目的のコンピューティングデバイス（多くの場合、リーダーと
呼ばれる）でもよいし、または電子書籍またはその他の電子／デジタルコンテンツを読む
ためのリーダーまたはビューアソフトウェアを備える複数目的のコンピューティングデバ
イスでもよい。
【００３９】
　[0056]「ビューア」とは、特定のプログラムに関連するフォーマットまたはファイルタ
イプで文書またはデータを表示する、または表示するように見えるソフトウェアアプリケ
ーションまたはハードウェアアプリケーションを指す。特定のファイルフォーマット用の
ビューアは、その特定のファイルフォーマットを理解し、そのファイルの視覚表現を提示
することができる。通常、あるファイルフォーマットの「ビューア」は、著者の元の意図
を維持しながら、そのファイルフォーマットを高い忠実度で視覚的に提示できると仮定さ
れる。「リーダー」は、ページめくりのアニメーションの提供、最後に読んでいた位置の
記憶、単語を調べる辞書の提供など「読む」体験に主に関連する機能を含むビューアのタ
イプである。
【００４０】
　[0057]サービスは文書の適用範囲を（様々なプラットフォームにわたるデバイスにまで
）広げ、文書のためにクライアントデバイスに適した体験を作成する。文書は各クライア
ントで全く同じに見える必要はなく、ユーザの体験に合わせて、またデバイスに適合する
ように文書をカスタマイズすることができる。
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【００４１】
　[0058]第３者が文書を使用して、追加のユーザ体験を作成することができる。
　[0059]システムはデバイスを知ることによって、カスタム化されたファイルフォーマッ
トを（例えばサービス１００を通して）提供することができる。シナリオ例として、ＮＯ
ＯＫリーダーまたはＫＩＮＤＬＥリーダーのユーザが、そのデバイスを使用して、読書に
利用可能なコンテンツを検索してもよい。サービス１００は、どのデバイスが使用されて
いるかを判断し、コンテンツの提示をデバイスに合わせて適切に調節する。例えば、ＮＯ
ＯＫリーダーにはｅＰｕｂ２またはｅＰｕｂ３のフォーマットが送られ、ＫＩＮＤＬＥリ
ーダーにはＡＺＷフォーマットが送られてもよい。
【００４２】
　[0060]カスタム化されたファイルがデバイスに送られた後に、（サービス１００を通し
て）ファイルをサーバに戻して保存することができる。例えば、クライアントにサービス
されたファイルに特定の処置（ＮＯＯＫリーダー、ＫＩＮＤＬＥリーダー、またはエディ
タアプリケーションを実行するタブレット内での、注釈付けまたは編集などの修正処置）
を行い、これらの修正をそのファイルのマスター文書に統合することができる。
【００４３】
　[0061]本発明の一定の実施形態では、変更されたブロックを個別にアクセスするために
、マスター文書に統合せず、別々のアドレスに割り当てることができる。
　[0062]さらなる実施形態では、（例えば、ユーザがデバイスからアカウントにログイン
したときなどに識別子を受信することによって）ユーザについても知ることによって、シ
ステムは（例えばサービス１００を通して）ユーザが自分のデバイスで処理できるファイ
ルフォーマットを気にすることなく、ネットワーク内の多くのデバイス上の自分のファイ
ルにアクセスできるようにすることができる。システムはユーザを知ることによって、ユ
ーザが自分のファイルにアクセスできるようにすることに加えて、そのユーザに関連する
仕事に関する文書内の特定のコンテンツを提示するようにファイルをカスタマイズするこ
とができる。例えば、ユーザがある段落を読む仕事を課せられている場合、その文書にア
クセスできるすべてのユーザではなく、その特定されたユーザにその段落が提供されても
よい。一実施形態では、このことは、その特定のユーザにその段落ブロックへのリンクま
たはアドレスを提供することによって達成可能である。
【００４４】
　[0063]エンドポイントとサービス１００との通信は、２種類に大別される。１つは双方
向のリッチな体験で、もう１つは制限付きの体験である。どちらの場合でも、本発明の実
施形態を使用すれば、エンドポイントにはファイルフォーマット変換の処理、すべてのフ
ァイルフォーマットをレンダリングする能力、または、コンテンツの共同執筆のためのレ
イヤを含むことは必要ない。
【００４５】
　[0064]多様なリッチさのエンドポイントが本発明の様々な実施形態によってサポートさ
れる。本明細書で使用するとき、「リッチさ」とは、あるアプリケーションで利用可能な
体験の範囲および、そのアプリケーションが特定のコンテンツおよび機能をユーザに提示
する能力を指す。例えば、最もリッチな消費体験は、コンテンツの編集および操作が利用
可能なフル機能のアプリケーションをサポートするデバイス（例えば、エンドポイントエ
ディタ１１８）を通して利用可能であり得る。制限付きの体験には、コンテンツの編集お
よび操作のいくつかの機能を残したバイトサイズのオーサリングツール（例えば、制限付
きエンドポイントエディタ１２０）が含まれる。制限付きの体験（または「軽い編集」）
とフル機能エディタ（または「重い編集」）との違いは、軽い編集では注釈およびコメン
トのみがサポートされる場合があることである。
【００４６】
　[0065]コンテンツを表示できるリーダー（例えば、消費者デバイス１２２）は、ある範
囲のリッチさをサポートすることができる。すべてのエディタタイプおよびフィーチャバ
ージョンのサポートが可能である。
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【００４７】
　[0066]アクセスサービス１００によって提供される変換および統合サービスは、クライ
アントデバイスまたは別のサーバ（例えば、リーダー１１０もしくは消費デバイス１２２
、エンドポイントエディタ１１８、または消費および制限付きエンドポイントエディタ１
２０）によって直接要求されてもよい。いくつかの実施形態では、サーバ（図２に関して
説明されるように）または第３者サイト（例えば１１４）または２次変換サービス（例え
ば１１６）が、クライアントデバイスに代わってサービス１００にアクセスしてもよい。
プリンタ１１２もまた、直接または別のクライアントデバイスを通して、変換および統合
サービス１００からコンテンツを受け取ってもよい。
【００４８】
　[0067]エンドポイントエディタ１１８がウェブサービス（例えばサービス１００）と通
信してもよい１つのフレームワークは、クライアントアプリケーションが、文書に対する
変更とサーバ上で実行するＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＨＡＲＥＰＯＩＮＴウェブアプリケー
ションなどのファイル管理および共同作業のプログラムとを、ＦＳＳＨＴＴＰアプリケー
ションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を使用して効率的に同期させることが可
能になるフレームワークを介することである。ＦＳＳＨＴＴＰプロトコルのクライアント
側はパススルーである。例えば、アプリケーション層などの上位層のプロトコルが行った
呼び出しは、直接トランスポート層に引き渡され、トランスポート層から返される結果は
上位層のプロトコルまたはアプリケーションに直接戻される。
【００４９】
　[0068]ＡＰＩは一般に、２つ以上のアプリケーションが互いに通信できるようにするた
めのプログラミング命令および標準のセットであり、通例、ＨＴＴＰ要求メッセージのセ
ットおよび応答メッセージに指定されるフォーマットまたは構造として実装される。メッ
セージは、情報リソースを含むことができる。リソースとは、ユニフォームリソース識別
子（ＵＲＩ）によって特定できる情報であり、ファイル、動的に生成されるクエリ結果、
共通ゲートウェイインタフェース（ＣＧＩ）スクリプト、いくつかの言語で利用可能な文
書などであってもよい。
【００５０】
　[0069]いくつかの実施形態によれば、あるリソースにアクセスするアドレスを作成する
ためのＡＰＩが提供される。そのリソースにアクセスする目的で、その作成されたアドレ
スに存在するコンテンツを要求するためのＡＰＩをさらに提供することができる。コンテ
ンツの要求に、コンテンツに特定のフォーマットを求める要求を含めることができる。そ
のアドレスにコンテンツを戻す（または「プッシュする」）ためのＡＰＩをさらに提供す
ることができる。プッシュには、統合または上書きが含まれてもよい。
【００５１】
　[0070]変換および統合サービス１００は、さらに広範なクラウドサービス１３０ならび
にウェブアプリケーションコンポーネント（ＷＡＣ）１３２に関連してもよい。ＷＡＣは
、ユーザがブラウザ内で文書を閲覧および編集できるようにするコンポーネントである。
ＷＡＣは、コンテンツを消費および編集することによってエンドポイントとしても、いく
つかの統合および変換サービス機能を提供することによってサービスとしても機能するこ
とができる。そのような実施形態では、ユーザは、インフラストラクチャおよびプラット
フォームを管理するクラウド上のアプリケーションソフトウェアおよびデータベースにア
クセスすることができる。エンドユーザは、ブラウザまたはアプリ（スマートフォンおよ
びタブレットなどのモバイルデバイスのために設計されたアプリケーション）を通して、
クラウドでホストされているソフトウェアアプリケーションにアクセスする。一例を図２
に関して説明する。
【００５２】
　[0071]図２は、本発明の一実施形態によるエンドポイントの動作環境を示す。図２を参
照すると、クライアント２１０およびサーバ２２０がネットワーク２３０を介して通信し
ている。
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【００５３】
　[0072]ネットワーク２３０は、相互接続ネットワーク（ｉｎｔｅｒｎｅｔ）、イントラ
ネット、またはエクストラネットでもよく、任意の適切な通信ネットワークであることが
でき、通信ネットワークは、セルラー（例えば無線電話）ネットワーク、インターネット
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、ＷｉＦｉネットワーク、アドホックネットワークまたはそれらの組み合わせを含
むが、これらに限定されない。
【００５４】
　[0073]前述したように、そのようなネットワークには、ハブ、ブリッジ、ルータ、スイ
ッチ、サーバ、およびゲートウェイなどのネットワーク要素の接続を含んでもよい。ネッ
トワーク２３０は、インターネットなどの公共ネットワークおよび／または安全なエンタ
ープライズプライベートネットワークなどのプライベートネットワークを含む、接続され
た１つまたは複数のネットワーク（例えばマルチネットワーク環境）を含んでもよい。当
業者には理解されるように、ネットワーク２３０へのアクセスは、１つまたは複数の有線
または無線アクセスネットワーク（図示せず）を介して提供されてもよい。
【００５５】
　[0074]クライアント２１０およびサーバ２２０は、１つまたは複数の処理ユニット（Ｃ
ＰＵ）、メモリ、大容量ストレージ、およびＩ／Ｏデバイス（例えば、ネットワークイン
タフェース、ユーザ入力デバイス）で構成されるコンピューティングシステムを含むこと
ができる。コンピューティングシステムの要素は、バスを介して互いに通信することがで
きる。コンピューティングシステムのハードウェアプラットフォームは多くの形に組み込
まれることができ、それらの形には、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、手
持ち式またはラップトップのデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサ
ベースのシステム、プログラム可能な家電製品、および、上記のシステムまたはデバイス
のいずれかを含む分散コンピューティング環境（例えば、クラウドベースのコンピューテ
ィングシステム）（および、アプリケーション機能、メモリ、データストレージならびに
、読み取りおよび様々な処理機能が、インターネットまたはイントラネットなどの分散コ
ンピューティングネットワーク上で相互から遠隔で運用されてもよい環境）が含まれるが
、それらに限定されない。
【００５６】
　[0075]一定の実施形態では、クライアント２１０はコンピューティングデバイスとして
具体化されることができ、コンピュータデバイスには、パーソナルコンピュータ、タブレ
ット、リーダー、モバイルデバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップ
トップ（またはノートブックまたはネットブック）コンピュータ、ゲームデバイスまたは
コンソール、デスクトップコンピュータ、もしくはスマートテレビジョンが含まれるが、
これらに限定されない。
【００５７】
　[0076]一定の実施形態では、サーバ２２０はコンピューティングデバイスとして具体化
されることができ、コンピューティングデバイスには、サーバコンピュータ、エンタープ
ライズコンピュータ、パーソナルコンピュータ、マルチプロセッサシステム、マイクロプ
ロセッサベースのシステム、およびそれらの組み合わせが含まれるが、これらに限定され
ない。クライアントコンピューティングデバイスおよびサーバコンピューティングデバイ
スのリストは制限を目的とせず、クライアントおよびサーバは同じ形または異なる形に具
体化されてもよいことを理解されたい。
【００５８】
　[0077]クライアントコンピューティングデバイス２１０は、オペレーティングシステム
２１１および１つまたは複数のアプリケーションプログラムを実行するように構成され、
アプリケーションプログラムは、図示される実施形態では、ワードプロセッサまたはエデ
ィタアプリケーション２１２、ウェブブラウザアプリケーション２１３、および／または
１つまたは複数のその他のアプリケーションなどである。
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【００５９】
　[0078]オペレーティングシステム２１１は、クライアントコンピューティングデバイス
２１０の動作を制御するためのコンピュータプログラムである。アプリケーションプログ
ラムは、オペレーティングシステム２１１の上で動作し、本明細書に記載されるような様
々な機能を提供するように構成された実行可能なプログラムである。ワードプロセッサア
プリケーションは一般に、タイプ入力、編集、書式設定、保存、印刷、およびコメント付
けを容易にするように構成されたアプリケーションである。エディタアプリケーションは
、編集および注釈のツールを提供する任意のアプリケーションでもよく、ワードプロセッ
サアプリケーションまたは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ．のＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　Ｏ
ＦＦＩＣＥ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．のＧＯＯＧＬＥ　ＤＯＣＳ　、Ａｐａｃｈｅ　Ｓｏ
ｆｔｗａｒｅ　ＦｏｕｎｄａｔｉｏｎのＡＰＡＣＨＥ　ＯＰＥＮＯＦＦＩＣＥまたは、Ｚ
ｏｈｏ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＺＯＨＯ　ＯＦＦＩＣＥなどの他の生産性アプリケー
ションであってもよい。
【００６０】
　[0079]生産性アプリケーションには、ワードプロセッサプログラム、共同作業プログラ
ム、プレゼンテーションプログラム、スプレッドシートプログラム、および朗読／ノート
記録プログラムなどが含まれるが、これらに限定されない。
【００６１】
　[0080]ウェブブラウザアプリケーション２１３は、ワールドワイドウェブ（「ウェブ」
）上の情報リソース、ならびにプライベートネットワーク内のウェブサーバによってネッ
トワーク２３０を介して提供される情報リソースを取り込み、または検討して、その情報
リソースをユーザに提示する（例えば、表示用にレンダリングする）ためのアプリケーシ
ョンプラグラムである。さらに、ウェブブラウザアプリケーション２１３によって、サー
バによって提供される情報および様々な機能へのユーザのアクセスが可能になる。
【００６２】
　[0081]図示されるサーバコンピュータ２２０は、サーバのオペレーティングシステム２
２１、サーバのワードプロセッサまたはエディタアプリケーション２２２などの１つまた
は複数のアプリケーションプログラム、および／または１つまたは複数のその他のアプリ
ケーションを実行するように構成される。サーバ２２０は、また、サービスをホスティン
グしてもよい（さらに、図１に示されるようにＷＡＣ１３２を組み込んでもよい）。
【００６３】
　[0082]サーバのオペレーティングシステム２２１は、サーバコンピュータの動作を制御
するためのコンピュータプログラムであり、アプリケーションプログラムは、サーバのオ
ペレーティングシステム２２１の上で実行して、本明細書に記載される様々な機能を提供
するように構成された実行可能なプログラムである。サーバのワードプロセッサまたはエ
ディタアプリケーション２２２は、いくつかの実施形態では、上記のワードプロセッサま
たはエディタアプリケーション２１２と類似して構成されるウェブベースのアプリケーシ
ョンプログラムである。サーバのワードプロセッサまたはエディタアプリケーション２２
２は、ワードプロセッサまたはエディタアプリケーション２１２と同一の機能を提供して
もよい。
【００６４】
　[0083]いくつかの実施形態では、サーバコンピュータ２２０はサーバのワードプロセッ
サまたはエディタアプリケーション２２２を実行するように構成され、クライアントコン
ピューティングデバイス２１０は、クライアント／サーバ構成内でサーバのワードプロセ
ッサまたはエディタアプリケーション２２２と対話するためにサーバコンピュータ２２０
をアクセスするように構成される。
【００６５】
　[0084]クライアント－サーバ関係におけるコンピューティングデバイス相互の通信は、
特定のリソースまたは実施予定の特定作業へのアクセスを求める要求を送信するクライア
ントによって開始されてもよい。続いてサーバが要求された処置を行い、クライアントに
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応答を返してもよい。
【００６６】
　[0085]一実施形態では、ウェブベースのワードプロセッサまたはエディタアプリケーシ
ョン１２２にアクセスするために、クライアントのウェブブラウザアプリケーション２１
３を使用してサーバ、例えばサーバ２２０への接続が行われてもよい。
【００６７】
　[0086]クライアント２１０およびサーバ２２０は、ネットワーク２３０を介して変換お
よび統合サービス２４０にアクセスすることができる。クライアント２１０およびサーバ
２２０上で実行するアプリケーションは、ＨＴＴＰ、ＸＭＬ、ＪＳＯＮおよびＳＯＡＰな
どの普遍的なウェブプロトコルおよびデータフォーマットを介して、またはＦＳＳＨＴＴ
Ｐプロトコルを介してサービス２４０にアクセスすることができる。
【００６８】
　[0087]図３は、本発明の一実施形態によるコンピューティング環境を示す。図３に示さ
れるように、ユーザ３００のコンピューティング環境は、複数のクライアント３１０（デ
スクトップ３１１、ラップトップ３１２、スマートフォン３１３、タブレット３１４、リ
ーダー（図示せず）、ゲームコンソール（図示せず）など）、およびネットワーク３３０
を通して接続されたサーバ３２０を含むことができる。
【００６９】
　[0088]図２のネットワーク２３０に関して説明したように、ネットワーク３３０は、相
互接続ネットワーク（ｉｎｔｅｒｎｅｔ）、イントラネット、またはエクストラネットで
もよく、任意の適切な通信ネットワークであることができ、通信ネットワークは、セルラ
ー（例えば無線電話）ネットワーク、インターネット、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ＷｉＦｉネットワーク、アドホックネットワーク
またはそれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。
【００７０】
　[0089]クライアント３１０およびサーバ３２０は、クライアント２２０およびサーバ２
３０に関して説明したように構成されるコンピューティングシステムを伴うことができる
。
【００７１】
　[0090]各クライアント３１０は、サーバ３２０によってコンテンツアクセスサービスを
通して提供される文書（およびそのコンテンツ）３４０を閲覧および編集（および／また
は注釈付け）するためのソフトウェアアプリケーションを含むことができる。
【００７２】
　[0091]ユーザ３００は、複数のクライアント３１０（例えば、事務所内のデスクトップ
コンピュータ、家庭内のラップトップ３１２、および携帯電話／スマートフォン３１３）
を有することができ、それらのクライアント３１０上で実行するソフトウェア電子書籍リ
ーダーもしくは文書ビューアまたはエディタを使用して、サーバ３２０から取り込んだ電
子書籍またはその他のデジタルコンテンツを読んでもよいし、ならびにそのコンテンツを
編集および／または注釈付けしてもよい。
【００７３】
　[0092]サーバ３２０は、変換サービスおよび統合サービスを（コンテンツアクセスサー
ビスの一部として）提供するように構成されたハードウェアデバイスおよび／またはソフ
トウェアプログラムである。変換サービスによって、ユーザがコンテンツにアクセスする
ために使用する特定のクライアント３１０によって直接にはサポートされていないファイ
ルフォーマットのコンテンツ（そのユーザが所有するコンテンツであっても）にユーザが
アクセスできるようになる。統合サービスは、ユーザ３００が加えた変更を、データベー
ス３５０に保管されているマスター文書に再統合する。
【００７４】
　[0093]サーバ３２０によって提供されるサービス（または機能）のうち１つまたは複数
を、クラウドコンピューティング環境内で実行することができる。さらに、サーバ３２０
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は、ＡＰＩを通して開示されるアプリケーションを含むことができる（かつ／またはＡＰ
Ｉを通して開示されるサービスをホスティングすることができる）。
【００７５】
　[0094]一定の実施形態によれば、サーバ３２０を包含するシステムは、クライアント３
１０またはデータベース（データベース３５０など）から文書をインポートできるように
提供されてもよい。インポートされた文書はマスター文書３４５と考えられてもよいし、
インポートされた文書からマスター文書３４５が作成されて、例えば、サーバ３２０に関
連するデータベース３５０に保管されてもよい。
【００７６】
　[0095]一実施形態では、文書を「インポート」するときは、その文書にユニフォームリ
ソースロケータ（ＵＲＬ）を作成してもよい。次に、クライアント（または消費者デバイ
ス）が（作成されたアドレスにある）文書を要求したときに、その文書を取り込んで消費
者デバイスに提供することができる。一定の実施形態によれば、アドレスの作成は、文書
の全体または一部に対して行うことができる。さらなる実施形態では、アドレスの作成は
、ＡＰＩを通して開示されてもよい。
【００７７】
　[0096]サーバ３２０は、文書３４５を消費者デバイス（例えば、デスクトップ３１１、
ラップトップ３１２、スマートフォン３１２、タブレット３１４、リーダー（図示せず）
、ゲームコンソール（図示せず）など）に適したフォーマットに変換することができる。
【００７８】
　[0097]ユーザ３００は、各デバイス（例えば、３１１、３１２、３１３、３１４）のす
べてにわたって、マスター文書３４５の適切なバージョン（例えば、文書３４０の形）に
アクセスすることができる。例えば、どのデバイスまたはプラットフォームでも文書３４
０を表示することができる。例えば、ラップトップ３１２上で、１つのプログラム内で文
書３４０の作業をしているユーザ３００は、変更内容と共に文書を保存することができる
。文書を保存することによって、統合サービスを呼び出すことができる。例えば、図５Ｂ
～５Ｄに示されるように、文書全体（図５Ｂ）、変更部分（デルタΔ）（図５Ｃ）、また
は特定の修正部分（図５Ｄ）をサーバに戻して、マスター文書と統合することができる。
【００７９】
　[0098]実際の物理ファイルは、クラウドに（データベース３５０などのクラウドの一部
として）保管されてもよいし、またはクラウドに保管されなくてもよい。ファイルは、サ
ーバもしくはコンピュータ、またはネットワークを通してサービスからアクセスできる任
意のストレージに保管されてもよい。マスター文書（またはその他のインポートされたフ
ァイル）は、アドレス指定可能なファイルの集合としてサーバ３２０に保管することがで
き、要求されたときにインポートおよび変換してもよい。図１１に関して説明されるよう
に、文書内のコンテンツのサブセットに対してアドレスを作成してもよく、それぞれのア
ドレスを使用して新しい「マスター文書」を取得し、要求されたときにそれらの新しいマ
スター文書を組み合わせてもよいし、または別々にインポートおよび／または変換しても
よい（図９も参照）。
【００８０】
　[0099]クライアントデバイス（ラップトップ３１６）上の別のユーザ３６０、または、
タブレット３１４などの第２のデバイス上の第１のユーザ３００は文書３４０を開くこと
ができ、彼らの体験は、文書３４０が、デバイス３１６（または第１のユーザ３００が文
書にアクセスしている第２のデバイス）内で作業可能な文書であるということである。次
に、デバイス３１６を使用する第２のユーザ３６０（または第２のデバイス上の第１のユ
ーザ３００）は、編集後に文書を保存することができ、サービスによって変更が統合され
る。
【００８１】
　[0100]複数の実施形態によれば、各クライアント３１０には、そのクライアントに適し
たフォーマットでファイルが保管されているように見える。ファイルを開いてデータにア
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クセスするために、クライアントでファイルを変更する必要はない。例えば、クライアン
トが適切なファイル形式を受け取るかどうかについてはサーバが対処するので、アプリケ
ーションは予定したとおりに文書を開くことができる。クライアント３１０で、ユーザ（
３００、３６０）は、予定したとおりの工程に従って文書を保存する。サーバは、エンド
ポイントの制限を理解して、デバイスに適した書式を提供する。
【００８２】
　[0101]サーバ３２０と消費者／クライアントデバイス３１０との通信は、クライアント
３１０で利用可能なデバイスまたはソフトウェアのタイプをサーバが知り、それに従って
ユーザの体験を適合させるように行われる。
【００８３】
　[0102]サーバ３２０は、エンドポイントでのユーザエージェント／クライアントの特性
を特定できるように構成されることができる。特定は、エンドポイント（例えば、クライ
アント３１０）からサーバ３２０に送られる能動的または暗示的な通知に基づいてもよい
。サーバ３２０は、クライアントの体験ならびに存続する体験（例えば、保管されている
、マスター文書のコピー）を適合させるようにさらに構成されることができる。
【００８４】
　[0103]一定の実施形態によれば、サービスされる文書３４０は、小さい（大きい）ディ
スプレイサイズに合わせてリフローされるだけでなく、追加の調整も可能である。
　[0104]リフローとは、限られたディスプレイまたはウィンドウに合わせてコンテンツの
表示を調整することを指し、ここで、テキストは読みやすさのために元のサイズのままで
残り、画像は縮小されて、両方を一目で見られるようになってもよい。
【００８５】
　[0105]追加の調整の例として、高解像度のデバイスは高解像度のコンテンツのサービス
を受けることができ（フォームファクタが高いほど多くのオブジェクトを受け取ることが
できる）、電話は（例えば、文書内の１２メガピクセル版の画像の代わりに）低解像度の
画像を受け取ってもよい。さらに、タッチ入力可能なデバイスには、文書にタッチ反応性
のフィーチャが追加されてもよい。さらに適合されたエンドポイントサービスも提供され
てよく（例えば、ＡＰＩを通して開示される）、これには、文書へのコメント付けおよび
、ワークフロー要素（するべき仕事の項目など）の追加を可能にするサービスを含むが、
これらに限定されない。セキュリティ設定および権利管理がクライアントに適合されても
よい。例えば、古いバージョンまたは一定のファイルフォーマットがクライアントにサー
ビスされたとき、低い忠実度での保存による害を最小限に抑えるために、読み取り専用と
して機能するように文書が提供されるが、マスターとは別のコピーとして文書が保存され
るようにすることができる。
【００８６】
　[0106]いくつかの実施形態では、クライアントは、アドレス作成ＡＰＩを使用してアド
レスを要求することによって、低い忠実度（または、異なるフォーマットまたは将来のバ
ージョン）を保存することができる。
【００８７】
　[0107]サービスされる文書３４０が特定の消費者デバイスによってレンダリングされる
ために適した（カスタマイズされることもある）フォーマットであるだけでなく、文書３
４０の修正内容がマスター文書３４５に再統合されることもできる。サーバ３２０は、ど
のタイプのデバイスおよび／またはソフトウェアがクライアントで利用可能かを知ること
によって修正内容を再統合することができる。例えば、クライアントデバイスが異なるプ
ラットフォーム（およびファイルフォーマット）を使用している場合は、サーバ３２０は
、変換時に失われることのある忠実度を知り、変更があればサーバ上で復元することがで
きる。
【００８８】
　[0108]同様に、クライアントデバイスが異なるバージョンのフィーチャを使用している
場合は、サーバ３４０は使用されているバージョンを知り、それに合わせて調節を行うこ
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とができる。フィーチャには、テキスト、チャート、数式、テキスト効果およびグラフィ
ックス（ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＭＡＲＴＡＲＴグラフィックスを含む）、デジタルコン
テンツ（動画を含む）、目録スタイル、スレッド化されたコメント機能、スペルチェック
、辞書、言語の操作および編集のユーティリティ、ならびにグラフィックスの操作および
編集のユーティリティが含まれるが、これらに限定されない。
【００８９】
　[0109]サービスは下位および上位の互換性を提供することができる。
　[0110]例えば、最新バージョンのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤを、以前のバージョン
のＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤを実行しているクライアントにサービスすることができ
、クライアントは以前のバージョンへの変換を行う必要はない。さらに、読み取り専用バ
ージョンがサービスされる（忠実度の低いバージョンで保存して戻される問題を避けるた
め）のではなく、以前のバージョンを実行しているクライアントがその文書を編集しても
よい。その理由は、以前のバージョンがフル忠実度のバージョンにどのように害を及ぼす
か（および、忠実度の高いコンテンツに置き換わった画像がどのように見えるか）をサー
バが知っているので、サーバ上でデータを復元することができる（すなわち、忠実度の補
正を行う）からである。
【００９０】
　[0111]忠実度の補正をサーバで行うことができる理由は、コンテンツがどんな形で提供
されたか、ならびに、ファイルが特定のファイルフォーマットである間にファイルに関し
て行われ得る特定の制約および処置をサーバが知っているからである。
【００９１】
　[0112]図４は、本発明の一実施形態による変換および統合サービスの処理フローの例で
ある。図４を参照すると、操作（４０２）で、サーバが統合要求を受け取るとき、要求お
よび文書が提供されてもよい。サーバは、文書が新規文書であるのかまたはシステムに既
に存在するのかを判断することができる（４０４）。文書が新規文書（または新規コピー
）である場合は、システムは、その文書からマスターを作成することができる（４０６）
。マスターはその文書であることもできるし（同じファイルフォーマットおよびフィーチ
ャバージョンを使用する）、またはその文書を特定のファイルフォーマットおよびフィー
チャバージョンに変換することによってマスター文書を作成することもできる。
【００９２】
　[0113]マスター文書を作成することによって、一定の実施形態では、サービスとしての
文書の体験をユーザのために作成することができる。具体的には、マスター文書は、その
マスター文書を構成するコンテンツと共に、制作者および他の人がその文書に関して行っ
てもよい処置のセットを含む。カスタム化された体験を顧客に提供することができ、コン
テンツを編集する能力をサービスの一部として開示することができる。
【００９３】
　[0114]一実装では、マスター文書の作成には、アドレスの作成が伴う（これには、グロ
ーバル一意識別子（ＧＵＩＤ）の作成を伴ってもよい）。このサービスによるアドレスの
作成は、他のサービスまたはアプリケーションが、このサービスにアドレスを作成させる
ように拡張可能であることができる。
【００９４】
　[0115]操作（４０４）に戻ると、文書が新しい文書ではないと判断された場合（例えば
、既にシステム上にマスター文書が存在するから）は、サーバは、文書のファイルフォー
マットがマスター文書と同じか異なるかを判断することができる（４０８）。ファイルフ
ォーマットが異なると判断された場合は、それに応答して、サーバは文書のファイルフォ
ーマットを、マスター文書のファイルフォーマットまたは、システムに理解される他の何
らかのフォーマットに変換してから（４１０）、その文書とマスター文書との間の差異を
自動的に判断し（４１２）、差異（デルタ）を統合してマスターを改訂することができる
（４１４）。デルタをマスター文書に統合することによって、あるデバイス上のユーザが
ある文書に何かを行い、その文書に次にアクセスする人（または第２のデバイス上の同一
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人物）が、それらの変更が反映されている文書を受け取ることができるように、その文書
に関連する変更を行うことが可能になる。
【００９５】
　[0116]操作（４０８）に戻ると、ファイルフォーマットが同じである場合は、その文書
でサポートされているフィーチャバージョンがマスターでサポートされているフィーチャ
バージョンと同じか判断を行うことができる（４１６）。フィーチャバージョンが異なる
と判断された場合は、それに応答して、サーバはその文書とマスターとの間の、フィーチ
ャに関連しない差異（デルタ）を判断し（４１８）、判断されたデルタを使用して、忠実
度を失うことなくマスターを改訂することができる（４２０）。
【００９６】
　[0117]ある文書を別の文書に変換するため、またはコンテンツをあるバージョンから別
のバージョンに変換するために、ファイルフォーマットおよび／またはフィーチャバージ
ョンを判断することによって、ファイル全体およびファイル内のコンテンツを分析するこ
とができる。その文書とマスターとの間に、ファイルフォーマットおよびフィーチャバー
ジョンの違いがない場合は、マスターで差異を自動的に改訂する（４２２）か、または、
マスターをその文書に置き換えることができる。
【００９７】
　[0118]図５Ａ～図５Ｄは、変換および統合サービスのシナリオ例を示す。図５Ａを参照
すると、変換サービス５０５がデータベース５１０からの文書にアクセスし、その文書を
、サポート対象のファイルフォーマットで、例えば文書５２０として表示されるようにク
ライアントにサービスする。表示される文書５２０の実際のファイルフォーマット（デー
タベース５１０に保存されている形）には、ＰＤＦ、ＤＯＣ、ＤＯＣＸ、およびｅＰｕｂ
が含まれるが、これらに限定されない。しかし、変換サービス５０５は、クライアントに
よってサポートされるフォーマット、さらにはそのエンドポイントのためにカスタマイズ
されたフォーマットでコンテンツを提供することができる。
【００９８】
　[0119]データベースからの文書にアクセスするために、サービスは文書のリソース識別
子を受け取り、そのアドレス位置にある文書を取り出すか、または要求する。
　[0120]複数の実施形態で提供するシステムでは、文書が、実際には特定のクライアント
に必要なフォーマットまたはバージョンで存在していない場合でも、ユーザがその文書を
閲覧（または編集）するために選択する時点まで、そのフォーマットであるかのようにユ
ーザに提示される。サーバに保存されているすべてのファイルがファイルフォーマットの
すべてのタイプにあらかじめ変換されているのではなく、ユーザから要求があったときに
、文書の特定のフォーマットが送られる。
【００９９】
　[0121]複数の実施形態では、コンテンツが消費され得る範囲を拡張し、そのコンテンツ
が提供されるデバイス（またはクライアント）に適した体験をそのコンテンツのために作
成することができる。サービスは、デバイスおよび能力を解釈して、その特定のデバイス
上でそのコンテンツを閲覧するための望ましい、または適切な方法は何かを判断すること
ができる。サービスが考慮することのできるフィーチャには、ディスプレイの寸法、デバ
イスのユーザ入力能力、ネットワーク接続の速度および／または帯域幅、ならびに、オペ
レーティングシステムおよびアプリケーションの制約が含まれるが、これらに限定されな
い。
【０１００】
　[0122]例えば、ある文書はラップトップで表示すると素晴らしいが、電話またはタブレ
ットなどの小さい画面ではあまり便利ではないことがある。クライアントが何であるかを
判断することによって（そのクライアントに適する消費フォーマットを判断するなど）、
サービスはデバイス（またはソフトウェア）に基づく消費体験を修正する。
【０１０１】
　[0123]クライアントで、サービス５１０によって提供された文書５２０が編集されても
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よい。現在の例では、編集された文書５２５がマスター文書に戻して統合され、異なるエ
ディタおよびフィーチャバージョンにわたる共同作業が容易になり得る。統合サービスを
提供するために、共同作業および統合のサービスのための総合的なＡＰＩまたは複数のＡ
ＰＩを使用することができる。ＡＰＩによって、複数のプラットフォームにわたって、ク
ライアントが変更内容を統合することが可能になる。さらに、例えば、所有権付きのフォ
ーマットまたは新しいフォーマットが配備された場合など、認識可能なファイルフォーマ
ットへの中間変換が行われることのある状況で、サービスは第３者のアダプタに拡張可能
であることができる。
【０１０２】
　[0124]図５Ｂ～図５Ｄは、編集された文書５２５をマスター文書に戻して統合する、様
々なシナリオを示す。
　[0125]図５Ｂは、修正のある文書５３０全体が統合サービス５４０に提供されるケース
を示す。図５Ｂを参照すると、総合ＡＰＩを使用することができる。一実施形態では、ク
ライアントが文書全体を変更と共に（文書５３０として）サーバ（例えば、サービス５４
０）に送ることができる。サービス５３０は文書５３０を解釈して、差異を判断してから
、自動的に統合する。統合は、編集された文書がマスター文書とは異なるフォーマットで
あっても行われる。文書５３０を、統合を容易にするためにサービス５４０によって特定
のフォーマットに変換することができる。
【０１０３】
　[0126]図５Ｃは、文書５２０と編集された文書５２５との間の差異（デルタΔ５５０）
が（総合ＡＰＩを介して）統合サービス５６０に提供されるケースを示す。サービス５６
０はデルタ５５０を解釈して、自動的に統合を行う。統合は、編集された文書がマスター
文書とは異なるフォーマットであっても行われる。
【０１０４】
　[0127]図５Ｄは、複数のＡＰＩが使用されるケースを示す。ＡＰＩを、コンテンツ統合
の軽量な選択肢の一部としてバンドルすることができる。ＡＰＩは個別の修正機能である
ことができ、強調表示ＡＰＩ、フォントＡＰＩ、段落ＡＰＩ、スタイルＡＰＩ、翻訳ＡＰ
Ｉ、数式ＡＰＩ、表の作成／修正のＡＰＩ、画面の挿入／作成／編集のＡＰＩ、色のＡＰ
Ｉ、またはコメントＡＰＩなどを含んでもよいが、これらに限定されない。ＡＰＩのうち
１つまたは複数が特定のクライアントに対して利用可能であってよい。
【０１０５】
　[0128]例えば、クライアントが強調表示ＡＰＩを呼び出して段落識別子またはテキスト
を引き渡し、サービスが強調表示を行うことができる。クライアントがコメントＡＰＩを
呼び出して、コメントを挿入する文、段落、または単語と共にコメントとして挿入するテ
キストを引き渡すことができる。デバイスは、文書のファイルフォーマットを理解してい
る必要はない。例えば、文書がＤＯＣＸファイルとして保存されていても、クライアント
がその文書をＰＤＦファイルまたはｅＰＵＢファイルとして閲覧（および編集）していて
もよい。
【０１０６】
　[0129]別の実施形態によれば、クライアントがコメントＡＰＩを呼び出し、そのＡＰＩ
がコメントサービスを提供してもよい。コメントサービス（例えばコメントＡＰＩを介す
る）では、制限のあるエンドポイントが、文書の一部上のコメントを完全な文書に統合さ
せるためにサービスに送ることが可能になる。コメントサービスは、コメントおよびその
コメントが文書のどの部分に関連するかの指示を受け取ってから、完全な文書がそのコメ
ントを含むように修正することができる。
【０１０７】
　[0130]さらなる一実施形態では、例えば、購読のシナリオ（クライアントまたはサーバ
が、誰かが投稿したか、メッセージを送ったか、または他の文書にコメントしたとの通知
および／またはコメントを受け取るか、または取得する）で、コメント自体にアドレスが
割り当てられてから、他のクライアントによって使用されることができる。
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【０１０８】
　[0131]図５Ｄに示される例では、編集された文書は、第１段落の強調表示、第３段落の
テキスト訂正、および文書に関連するメタデータへの署名の追加を含む。強調表示ＡＰＩ
については、クライアントは強調表示ＡＰＩを呼び出して、段落識別子５７０を強調表示
サービス５７５に引き渡すことができる。タイプミスを訂正するために、クライアントは
位置識別子（例えば、第３段落の第１文）および置換テキスト５８０をテキスト編集サー
ビス５８５に引き渡すことができる。署名を追加するために、クライアントは、位置識別
子（例えば、メタデータ）および署名５９０を署名サービス５９５に引き渡すことができ
る。
【０１０９】
　[0132]位置識別子には、文書内の段落を特定する位置識別子、文書内の行を特定する行
識別子、文書内の文字を特定する文字識別子、および文書内の部分を特定する部分識別子
が含まれるが、これらに限定されない。部分識別子は、文書コンテンツ、コメントコンテ
ンツ、スタイルコンテンツなどの部分を区別する、位置の識別を提供することができる。
部分識別子によって特定される文書の部分は、構造的に区切られた文書内のコンテンツで
あってもよい。一実施形態では、部分識別子は、関連するメタデータをもつ構造的なマー
クアップを通して修正された文書の部分を特定する。構造的に区切られたコンテンツの例
を以下に示す。
【０１１０】
　[0133]　　　　これは段落です。
　　　　　　　　　　＜ｆｉｌｌ－ｉｎ　ｒｅｇｉｏｎ＞ここのコンテンツをユーザが編
集して、
　　　　　　　　　統合するためにサーバに送り返してもよい＜／ｆｉｌｌ－ｉｎ　ｒｅ
ｇｉｏｎ＞
　　　　　　　　　　次の段落。
【０１１１】
　[0134]上記の例にはコンテンツコントロールがあり、ユーザによって修正可能なコンテ
ンツは、特定される”ｆｉｌｌ－ｉｎ　ｒｅｇｉｏｎ”マークアップの間の段落内にある
。いくつかの実施形態では、修正が行われる文書の部分は、例えば、”ｆｉｌｌ－ｉｎ　
ｒｅｇｉｏｎ”などの、文書内の構造的マークアップを通して特定することができる。
【０１１２】
　[0135]いくつかの実施形態では、プレーンテキストのファイルフォーマットをサポート
しているクライアントは、テキストを受け取って指定された書式を追加することのできる
ＡＰＩを、テキストを引き渡して呼び出すことによって、サービスを通してリッチなコン
テンツをファイルに追加することができる。同様に、コンテンツをメタデータに追加する
サービスを呼び出すことによってメタデータにコンテンツを追加することができる。
【０１１３】
　[0136]図６は、本発明の一実施形態による、エディタによって行われる処理を示す図で
ある。エディタとは、テキスト、画像、または音声を編集するためのツールを含むクライ
アント（ハードウェアまたはソフトウェア）を指す。エディタは、ワードプロセッサアプ
リケーションを含む、生産性アプリケーションでもよい。
【０１１４】
　[0137]図６を参照すると、操作（６０２）で、エディタは文書を要求することができる
。要求は、クラウドデータベース６０４に置かれたファイルを開く要求であってもよい。
文書はそのエディタによってサポートされるものと同じファイルフォーマットではないこ
とがあるので、文書への要求が、変換サービスを提供するアクセスサービス６０８を呼び
出すことができる。アクセスサービス６０８は、データベース６０４から文書を取り出し
、文書をそのエディタに適したファイルフォーマットに変換することができる。操作（６
０８）で、エディタはアクセスサービス６０６から変換された文書を受け取り、受け取っ
た文書を表示のためにレンダリングすることができる。
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【０１１５】
　[0138]データベース６０４から取り込まれる文書はマスター文書でもよい。エディタの
使用過程で、受信された文書をユーザが修正してもよい。受信された文書に修正が加えら
れると（６１０）、統合サービスを呼び出すことによって修正内容がマスター文書に統合
されてもよい（６１２）。
【０１１６】
　[0139]統合サービスを呼び出すと（６１２）、アクセスサービス（６１４）の統合サー
ビスが呼び出される。統合サービスの呼び出しは、ユーザから保存コマンドを受け取った
ことへの応答として発生してもよい。別の実施形態では、統合サービスの呼び出しは、ワ
ークフローの一部として発生してもよい。例えば、システムからの自動保存などの一定の
イベントによって、統合サービスの呼び出しがトリガされてもよい。
【０１１７】
　[0140]ユーザの識別に基づいた文書および／またはアクセスサービスへのアクセスを提
供するために、随意に、確認処理（６１６、６１８）が含まれてもよい。例えば、サイン
インしたユーザをアクセスサービス（６０６、６１４）について確認するために、ＯＡＴ
Ｈトークンが使用されてもよい。ユーザが認証されるように、エディタによってトークン
がクラウドデータベースおよび／またはアクセスサービスに送られてもよい。
【０１１８】
　[0141]複数のさらなる実施形態ではアイデンティティマネージャを利用して、サービス
が、ユーザは何者か、およびユーザが関心をもつ文書は何かを容易に知ることができるよ
うにしてもよい。ユーザのアイデンティティを知ることによって、サービスはユーザに代
わって、複数のデバイス（例えば、ユーザのコンピュータ、ラップトップ、タブレット、
スマートフォン、電子書籍リーダーなど）およびサービス（例えば、Ｄｒｏｐｂｏｘ　Ｉ
ｎｃ．のＤＲＯＰＢＯＸサービスおよびＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ．のＭＩＣＲＯＳ
ＯＦＴ　ＳＫＹＤＲＩＶＥサービスなどのファイルホスティングサービス）にわたるユー
ザのコンテンツ（例えば、文書）を取り出すことができる。
【０１１９】
　[0142]さらに、文書の提供先のクライアントを知ることによって、システムはあるフォ
ーマットの文書を取り上げ、その文書を、そのユーザに使用されるクライアントのために
カスタム化されたフォーマットに変換することができる。例えば、あるユーザがＭＩＣＲ
ＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤの文書で作業しており、自分の電子書籍リーダーの中の文書にアク
セスしたいと考える。このようなケースでは、サービスは、ユーザが電子書籍リーダーか
ら利用可能なファイルを調べたときにその文書を提示することができる（例えば、ユーザ
が電子書籍リーダーでその文書を読めるように）。このことによって、現在ユーザが行っ
ている、（文書を適切なフォーマットに変換するために）文書を電子書籍リーダーに送る
というステップをなくすことができる。
【０１２０】
　[0143]ファイルは、リーダーデバイスのアプリを開いたときに利用可能になってもよい
。アプリには、そのリーダーで実行可能な文書のハブが関連付けられていてもよい。別の
実施形態では、リーダーによって、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍがＫｉｎｄｌｅリーダーに提供
するサービスなどのサービスが提供され、リーダーは、リーダーのユーザが本発明の一定
の実施形態のアクセスサービスから文書にアクセスするために、拡張編集レイヤを介して
ユーザの体験を統合することができる。
【０１２１】
　[0144]一実施形態によれば、ユーザは単純に文書の作業を行い、文書（または文書のア
ドレス）を保存し、ファイルを閉じることができる。アイデンティティマネージャが、ユ
ーザが何者かを知り、それからどのプラットフォームに対して文書を利用可能にするのか
を知ることによって、文書は、同一または異なるクライアントによって再びアクセスされ
たときに、適切なフォーマットでユーザに提示される。
【０１２２】
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　[0145]図７は、本発明の実施形態による、複数のエディタを使用して文書を共同作業す
るための方法の処理フローを示す。共同作業の方法は、アクセスサービスによって管理さ
れるマスター文書７００に基づくことができる。第１のエディタ（エディタ１）は、操作
（７１０）で、アクセスサービスに文書７００を要求することができる。マスター文書７
００は、アクセスサービスに関連するデータベースに保管されていてもよいし、またはア
クセスサービスが知っている位置から取り込まれてもよい。この例では、第１のエディタ
は、ｅＰｕｂフォーマットをサポートするリーダーで、マスター文書がＤＯＣＸフォーマ
ットでもよい。アクセスサービスは第１のエディタに適したフォーマットを決定し（７１
５）、文書を第１のエディタに提供することができる（７２０）。第１のエディタは、ｅ
Ｐｕｂフォーマットをサポートし、マスター文書のＤＯＣＸフォーマットをサポートしな
いので、サービスは第１のエディタに文書をｅＰｕｂフォーマットで提供することができ
る。
【０１２３】
　[0146]第１のエディタはｅＰｕｂフォーマットの文書を受け取り（７２５）、その文書
を表示することができる（７３０）。第１のエディタのユーザは、例えばコメントを挿入
するなどして、そのｅＰｕｂ文書を修正してもよい（７３０）。保存コマンド（または他
の指定された条件）が発生すると、第１のエディタは、アクセスサービスに統合を要求す
ることができる（７４０）。要求は、修正付きのｅＰｕｂ文書全体（例えば、文書および
コメント）または、修正の位置識別子および修正内容（例えば、コメントの位置およびコ
メントとして追加するテキスト）を含んでもよい。
【０１２４】
　[0147]アクセスサービスは統合要求を受け取って（７４５）、修正内容をマスター文書
に統合する操作を行うことができる（７５０）。マスター文書は、元のフォーマットおよ
びバージョンを維持することができる。
【０１２５】
　[0148]第２のエディタはアクセスサービスに文書を要求することができる（７５５）。
この例では、第２のエディタはＤＯＣＸ拡張をサポートするが、マスター文書とは異なる
フィーチャバージョンのコンピューティングデバイスでもよい。説明例のように、マスタ
ー文書がバージョン５で、第２のエディタがバージョン１でもよい。操作（７６０）で、
アクセスサービスは第２のエディタに適したフォーマットを判断し、第２のエディタに文
書を提供することができる（７６５）。第２のエディタはＤＯＣＸ　（フィーチャバージ
ョン１）フォーマットの文書を受け取り（７７０）、文書を表示することができる（７７
５）。第２のエディタのユーザが文書を修正してもよい（７８０）。保存コマンド（また
は他の指定された条件）が発生すると、第１のエディタはアクセスサービスに統合を要求
することができる（７８５）。
【０１２６】
　[0149]アクセスサービスは統合要求を受け取って（７９０）、修正内容をマスター文書
に統合する操作を行うことができる（７９５）。修正は、両方のバージョンでサポートさ
れるフィーチャを使用したコンテンツの一部でもよい。第２のエディタは、新バージョン
ではなく旧バージョンのＤＯＣＸをサポートしているので、サービスを使用して新バージ
ョンへの忠実度補正を行うことができ、新しいフィーチャを使用したコンテンツが統合に
よって破壊されることはない。
【０１２７】
　[0150]修正が両方のバージョンではサポートされないフィーチャを使用したコンテンツ
の一部である場合は、ユーザに代わって行われる変更および、ユーザの決定に応答して行
われる変更を含め、任意の適切な方法で矛盾を解決してもよい。例えば、いくつかのケー
スでは、サービスによる決定は、修正を組み込むかどうか、どこにどのように組み込むか
に関して行われてもよい。決定することができない（または決定に着手できない）と判断
された場合には、サービスは１つまたは複数のデバイスに、すべての矛盾および可能性を
見るかどうか選択させてもよい。次にユーザは、矛盾を解決するための選択肢を選ぶこと
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ができる。
【０１２８】
　[0151]アクセスサービスは、複数のエディタが同一のファイルの閲覧および編集を行え
るようにする。それに加えて、第２のエディタおよび第１のエディタは、両方がマスター
文書にアクセスしている間、その文書を異なるプラットフォームにわたってアクセスして
いる。
【０１２９】
　[0152]複数の実施形態によれば、ファイルは、ユーザにはコンテンツとして見え、個別
にアドレス指定可能な部分（本明細書では「ブロック」と呼ぶ）を含む「文書」であるこ
とができる。これらの個別にアドレス指定可能なブロックは、テキスト、段落、段落の集
合、表、オブジェクト、図、表、音声、画像、ならびにその他の様々な単位および集合を
含むことができる。一定の実施形態によれば、各ブロックおよび／またはブロックの集合
は、個別にアドレス指定可能であることができる。さらに、個別にアドレス指定可能な文
書のブロックはそれぞれ、変換および統合サービスを使用して変換および統合することが
できる。いくつかのケースでは、このことは、文書が保管される方法と異なるフォーマッ
トで文書の一部を編集するときに役立つことができる。
【０１３０】
　[0153]１つまたは複数のテキストブロック（書式設定付き、または書式設定なし）およ
び／または画像が組み合わされ、文書ビューでユーザに提示されてもよい。
　[0154]図９は、本発明の一実施形態による、アドレス指定可能な複数のコンテンツブロ
ックを有する文書ビューを示す。図９に示されるように、あるユーザに、複数のコンテン
ツブロック（Ｂｌ　９０１、Ｂ２　９０２、Ｂ３　９０３など）で形成される単一の文書
「文書」９００が見える。複数のコンテンツブロックは、凝集された１つの文書として見
えるように組み合わされてもよく、その構成要素のうち少なくとも２つが異なるサービス
またはリソース位置から取得されたものであってもよい。
【０１３１】
　[0155]図９に示される例で、文書ビュー９００は、テキスト９１０、画像９２０、およ
び表９３０を含むことができる。文書ビュー９００内のコンテンツのいくつかは、個別に
アドレス指定可能でもよい（また、その文書を提供するアクセスサービスまたは他のサー
ビスによって、異なるサービスまたはリソース位置から取得されたものであってもよい）
。例えば、文書ビュー９００内の文または段落はアドレス指定可能なコンテンツブロック
Ｂ１　９０１からのコンテンツを含んでもよく、表９３０は、コンテンツブロックＢ２　
９０２およびＢ３　９０３からのコンテンツを含む、個別にアドレス指定可能な１つまた
は複数のセルを含んでもよい。
【０１３２】
　[0156]一定の実装では、文書ビューは共有ブロックビューを含むことができ、共有ブロ
ックビューでは文書ビューを形成するサブブロックが文書ビュー内で視覚化される。視覚
化は、強調表示、フォントの色、コメントによって示されてもよいし、またはその他の、
文書ビューのその部分が共有ブロックまたは異なるアドレスから取得されたことをユーザ
が判断できる区別によって示されてもよい。
【０１３３】
　[0157]図１０は、本発明の一実施形態によるコンテンツキュレーションのためのシステ
ムを示す。図１０を参照すると、あるユーザが、コンテンツアクセスサービスによって複
数のリソースおよび／またはサービス（１００１、１００２、１００３）から取り込まれ
たコンテンツを、凝集された単一の文書１０００として閲覧することができる。一実施形
態によれば、ユーザは、文書１０００をそのユーザのデバイスに適したフォーマットで利
用可能な単一の文書として提示するアクセスサービスを使用して文書１０００にアクセス
してもよい。文書１０００を提示するとき、アクセスサービスは、書庫１０１０から複数
の構成要素を取り込んでもよい。
【０１３４】
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　[0158]例えば、クライアントは、複数のリソースから取り込まれるコンテンツを含む文
書を要求してもよい。そのようなケースでは、コンテンツの断片を取り込むために、異な
るリソース（またはサービス）に対応するＡＰＩ呼び出しを作成することができる。ユー
ザには第１のコンテンツブロックＣＩ　１０２１、第２のコンテンツブロック　１０２２
、および第３のコンテンツブロック　１０２３が単一の文書１０００に見えるが、クラウ
ド（または書庫）には、ＡＰＩ１　１０３１、ＡＰＩ２　１０３２、およびＡＰＩ３　１
０３３を通してそれぞれのリソースまたはサービス１００１、１００２、および１００３
から取得された３つのサブ構成要素が見える。
【０１３５】
　[0159]アクセスサービスは、書庫１０１０から適切なサブ構成要素ＣＩ　１０２１、Ｃ
２　１０２２、および　Ｃ３　１０２３を取得し、クライアントでの閲覧に適したフォー
マットに整理することによって、文書要求の受け取りに応答してもよい。
【０１３６】
　[0160]文書の部分は、個別にアドレス指定可能であることができる。文書の一部分のみ
を別の人にレビューまたはコメント付けしてもらうときに、文書をＥメールで送るか、ま
たはその人に文書全体を提供する代わりに、ユーザは、その文書のレビューまたはコメン
ト付けの対象である特定の部分へのリンクをその人に送ることができる。文書の特定部分
のアドレス（およびＵＲＬ）は、サービスを使用して要求することができる。ユーザは、
アドレスを受け取った後、別の人にアドレスを送信することができる。文書のビュー内で
作業しているとき、ユーザはある部分を選択して、アドレスの作成を要求することができ
る。
【０１３７】
　[0161]一実施形態では、アドレスが取得された後は、このアドレスはデータを取り戻す
ために、例えばＵＲＬの形で、人々およびシステムの間で渡し回されることができる。
　[0162]いくつかの実施形態では、アドレスは、リンクまたはブロックのＵＲＬを表す他
の形としてクライアントに戻されることができる。様々な実施形態によれば、アドレスサ
ービスは１つまたは複数のサーバに組み込まれ、１つまたは複数のデータベースおよび／
またはデータウェアハウスをアクセスすることができる。アドレスサービスは、ＳＯＡＰ
　ＡＰＩと共にＸＭＬ　Ｗｅｖサービスとして実装されてもよい。
【０１３８】
　[0163]一定の実施形態によれば、サービスによって作成されたアドレスに存在するコン
テンツにアクセスできるようにするために、ＵＲＬを作成することができる。コンテンツ
ブロックを返すＵＲＬは、そのブロックのＧＵＩＤを含んでもよい。いくつかの実施形態
では、ブロックが保管されているフォーマットを示すために、出力ファイルタイプを含む
ことができる。
【０１３９】
　[0164]例えば、ＧＥＴ　ＨＴＴＰ要求を介して、ＵＲＬにアクセスすることによって、
そのアドレスに存在するデータが取得されてもよい。ＵＲＬは、第３者サービスによって
、あるコンテンツを購読者に提供するために使用されてもよい。
【０１４０】
　[0165]アドレスが作成された後は、そのアドレスを使用してデータを取得することがで
きる。データは、ネイティブＸＭＬ、カノニカルＨＴＭＬ、またはテキスト形式であるこ
とができる。「カノニカル」なリンクとは、リソースの好ましいバージョンを指す。カノ
ニカルなリンクリレーションは、関係する国際化リソース識別子（ＩＲＩ）のコンテンツ
を重複した形で返すリソースのセットの中から、好ましいＩＲＩ（すなわち、重複するコ
ンテンツを有する複数のリソースのうち、好ましいＩＲＩ）を指定する。
【０１４１】
　[0166]図１１は、文書のコンテンツのサブセットに新しいアドレスを作成するシナリオ
例を示す。図１１を参照すると、例えば位置識別子によって特定される文書ビュー１１１
０のコンテンツブロックにアドレス（例えば、ＧＵＩＤ）を作成するために、アドレス作
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成ＡＰＩ１１００を呼び出すことができる。位置識別子には、文書内の段落を特定する位
置識別子、文書内の行を特定する行識別子、文書内の文字を特定する文字識別子、および
文書内の部分を特定する部分識別子が含まれるが、これらに限定されない。部分識別子は
、文書コンテンツ、コメントコンテンツ、スタイルコンテンツなどの部分を区別する位置
の識別を提供することができる。部分識別子によって特定される文書の部分は、構造的に
区切られた文書内のコンテンツであってもよい。
【０１４２】
　[0167]アドレス作成サービスがＧＵＩＤを作成した後は、そのＧＵＩＤをコンテンツブ
ロックに関連するメタデータとしてクライアントに返すことができる。
　[0168]ＧＵＩＤを引き渡すＵＲＬを使用して、このコンテンツブロックにアクセスする
ことができる。いくつかのケースでは、文書のコンテンツブロックを表示するときに、文
書ビューはこの新しいコンテンツブロックアドレスを使用することができる。
【０１４３】
　[0169]あるユーザによってコンテンツブロックが改訂されたときに、このブロックを使
って形成されている、別のユーザが閲覧中の文書が改訂されることができる。いくつかの
シナリオでは改訂は同時に現れてもよく、あるクライアントでコンテンツブロックが改訂
されると、そのアドレス指定可能なコンテンツブロックを含む文書を閲覧中の別のクライ
アントには、その改訂がローカルで行われているかのように見えてもよい。他のいくつか
のシナリオでは、改訂されたブロックがいつ共有されるか（および、そのアドレス指定可
能なコンテンツにアクセスする他の人に利用可能になるか）をユーザが制御してもよい。
このことは、例えば、ＵＲＬにあるバージョンを保管して、その文書の特定のバージョン
へのポインタを送ることによって実現することができる。例えば、あるユーザはレビュー
のためにドラフトバージョンを送り、最新バージョンでの作業を続けることができる。ド
ラフトバージョンを受け取った人々には、改訂されたポインタの送信によって最新バージ
ョンが共有されるまでは、変更内容は見えない。
【０１４４】
　[0170]１つの例では、クライアントがアドレス作成ＡＰＩ１１００を呼び出して、段落
識別子１１１２または範囲（および、いくつかのケースではテキストまたは画像）を引き
渡すことができ、サービスが、その段落または範囲に対してＧＵＩＤ－１　１１１４を生
成（および保管）する。いくつかのケースでは、テキストまたは画像が提供されると、サ
ービスは段落識別子または範囲が提出されたかのようにアドレスを生成することができる
。
【０１４５】
　[0171]別の実施形態として、クライアントがアドレス作成ＡＰＩ１１００を呼び出して
、表１１２２の１つまたは複数のセルを引き渡し、その表の１つまたは複数のセルのアド
レス（例えばＧＵＩＤ－２　１１２４）をサーバに生成（および保管）させることができ
る。あるシナリオでは、そのようなコンテンツブロックを、計算に使用するために、スプ
レッドシートクライアントによってアクセスすることができる。別のシナリオでは、グラ
フまたは算術関数の総計を有するセルコンテンツブロック（スプレッドシートアプリケー
ションで作成されたものなど）に特定なアドレスを使用して、このコンテンツをブログで
、またはワードプロセッサもしくはプレゼンテーション用の文書の一部として使用しても
よい。
【０１４６】
　[0172]さらに別の例として、クライアントがアドレス作成ＡＰＩ１１００を呼び出して
、メタデータ１１３２を引き渡し、そのメタデータに対して特定なアドレス（例えば、Ｇ
ＵＩＤ－３　１１３４）を取得することができる。当然ながら、メタデータは、他の位置
特定されたコンテンツの１つまたは複数のブロックに含まれていてもよい。個別のアドレ
スを通じてアクセスされたときにメタデータが役立つことのある１つのシナリオは、バー
ジョン情報または署名情報のメタデータの場合である。このメタデータは、後になって、
文書の共同作業履歴を提示するためにアクセスされてもよい。いくつかの実装では、後に
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アクセスされたときに、履歴データはＵＲＬによって特定されるブロックのバージョンお
よび特定のバージョンに関するコンテンツのリストを含むことができる。
【０１４７】
　[0173]権利の管理もまた、アドレスブロックのために実装されてもよい。例えば、クラ
イアントがアドレス作成ＡＰＩを呼び出すときに、そのアドレスに存在するコンテンツが
アクセスされた場合に確認するために、アクセス、編集、閲覧、および共有が誰に許可さ
れるかに関する情報を要求と共に引き渡すことができ、そのような情報は、そのアドレス
にあるコンテンツがアクセスされた場合に確認するために、例えばメタデータとしてサー
バによって保管されることができる。このことを使用して、ある範囲または文書の他の特
定可能な部分に対するアクセスまたは許可を管理することができる。あるシナリオでは、
ブロックは、特定のユーザまたは役割（権利管理システムによって割り当てられるものな
ど）によるアクセスの管理を含むことができる。別のシナリオでは、ブロックは、ある部
分が読み取り専用かどうかなどの許可を含むことができる。さらに別のシナリオでは、様
々な役割を有するユーザがそれらに対応する許可を得られるように、アクセスと許可の両
方を含むことができる。
【０１４８】
　[0174]図１２は、文書から作成されたコンテンツのサブセットを使用する、共同作業の
ための方法の処理フロー図を示す。図１２を参照すると、アクセスサービスによってマス
ター文書１２００を管理することができる。操作（１２１０）で、第１のクライアント（
ユーザ１）はアクセスサービスに文書１２００を要求することができる。マスター文書１
２００は、アクセスサービスに関連するデータベースに保管されていてもよいし、または
アクセスサービスが知っている位置から取り込まれてもよい。第１のクライアントからの
要求に応答して、アクセスサービスは文書を適切なフォーマットで第１のクライアントに
提供できる（１２１５）。
【０１４９】
　[0175]第１のクライアントは文書を受け取って表示することができる（１２２０）。第
１のクライアントのユーザは、例えば、テキスト行内のタイプミスの変更、コメントの追
加、またはその他の何らかの編集機能を行うことによって、随意に文書を修正してもよい
（１２２５）。文書の閲覧中に、ユーザは１つまたは複数のコンテンツブロックを選択し
（１２３０）、その選択内容のアドレスをアクセスサービスに要求することができる（１
２３５）。要求は、位置識別子および／またはユーザが選択したコンテンツを含むことが
できる。
【０１５０】
　[0176]アクセスサービスはアドレス要求を受け取って、その選択範囲のアドレスを作成
することができる（１２４０）。選択されたブロック（複数可）（またはその位置）がア
クセスサービスによってデータストアに保管され、そのブロック（複数可）のアドレスが
クライアントに提供されてもよい。クライアントはアドレスを受け取り（１２４５）、そ
のブロックのアドレスを文書のメタデータに含ませることができる。新しく割り当てられ
たアドレスを有する部分を含む文書に修正が行われてもよく（１２５０）、そのブロック
内のデータが（修正があれば、修正と共に）サーバにプッシュバックされて、アクセスサ
ービスによってアドレスＢ１に保存されてもよい（１２５５）。図示されていないが、元
の文書（および／またはその文書への修正）もまた、マスター文書の元のフォーマットお
よびバージョンを保ったまま、マスター文書１２００に戻して統合されてもよい。
【０１５１】
　[0177]第２のクライアント（ユーザ２）（作成されたコンテンツブロックＢ１について
の情報をあらかじめ与えられていてもよい人）が、アドレスＢ１にあるコンテンツを要求
することができる（１２６０）。アクセスサービスへの要求は、そのコンテンツのアドレ
スと所望のフォーマットの両方を含んでもよい。いくつかのケースでは、アクセスサービ
スは他の方法でコンテンツのフォーマットを判断することができる。アクセスサービスは
、コンテンツブロックＢ１を適切なフォーマットで第２のクライアントに提供することが
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できる（１２６５）。第２のクライアントはＢ１コンテンツを受け取って、文書ビューに
表示することができる（１２７０）。第２のクライアントは、そのコンテンツブロックを
単独で表示してもよいし、これもアクセスサービスによってアクセスされる別の文書の一
部として表示してもよいし、または、第２のクライアントによって生成または作成された
別の大きな文書の一部として表示してもよい。第２のクライアントのユーザは、コンテン
ツブロックＢ１を含め、その文書を修正してもよい（１２７５）。保存コマンド（または
他の指定された条件）が発生すると、第２のクライアントは、アクセスサービスに統合を
要求することができる（１２８０）。
【０１５２】
　[0178]アクセスサービスは統合要求を受け取って（１２８５）、修正内容をアドレスＢ
１にあるコンテンツに統合する操作を行うことができる（１２９０）。
　[0179]図１３は、例示的一実施形態を説明する動作環境の図を示す。コンテンツアクセ
スサービス１３００がクラウド上に拡張編集機能レイヤを提供し、このレイヤを第３者（
または当事者）である（第２のサービスの）プロバイダがユーザの体験に統合してもよい
。
【０１５３】
　[0180]例えば、第２のサービス１３０５が特定のファイル部分を求める要求１３１２と
共に、コンテンツアクセスサービス１３００を呼び出すことができる。そのファイル部分
は、コンテンツアクセスサービス１３００によってアクセス可能か、またはクラウド上に
ホスティングされているデータストア１３２０から取り込まれてもよい。要求１３１２を
受け取ったことに応答して、コンテンツアクセスサービス１３００は、文書のデータブロ
ックを第２のサービス１３０５に適したフォーマットで第２のサービス１３０５に返して
もよい。データのフォーマットは、アクセスサービス１３００によって変換されてもよい
し、または変更せずに第２のサービス１３０５に提供されてもよい。第２のサービス１３
０５は、コンテンツをクライアント１３１０に提供してもよい。いくつかの実施形態では
、要求は複数の要求および／またはリソースを含むことができる。データが第２のサービ
ス１３０５によって受け取られた後で、データが組み合わされ、任意の適切な方法でユー
ザ１３１０に提供されてもよい。
【０１５４】
　[0181]例えば、第２のサービス１３０５は、あるユーザが、そのユーザまたは他の人が
キュレーションしたコンテンツを含むコンテンツを購読しているか、または何らかの別の
様式で受け取っている先のコンテンツアクセスサービスでもよい。
【０１５５】
　[0182]図１４は、キュレーションされたコンテンツにアクセスするための方法の処理フ
ロー図である。アクセスサービスがコンテンツブロック１４００を管理することができる
。コンテンツブロック１４００は、アクセスサービスに関連するデータベースに保管され
ていてもよいし、またはアクセスサービスが知っている位置から取り込まれてもよい。操
作（１４１０）で、クライアント（ユーザ３）は第２のサービスに出版物／文書を要求し
てもよく、第２のサービスは購読サービスでもよい。この出版物／文書は、キュレーショ
ンされたコンテンツを含むことができる。第２のサービスは購読要求を受け取ってから（
１４１５）、操作（１４２０）で、コンテンツブロック１４００をアクセスサービスに要
求することができる。アクセスサービスは文書を適切なフォーマットで第２のサービスに
提供することができる（１４２５）。第２のサービスがコンテンツブロックを受け取った
（１４３０）後で、コンテンツブロックＢ１を、第２のサービスによって要求または生成
されてもよい他のデータと組み合わせることができる（１４３５）。出版物／文書は、ク
ライアントによって受け取られることができる（１４４０）。
【０１５６】
　[0183]通知サービスを利用してコンテンツの改訂を購読者に伝えることができる。ある
いは、コンテンツは定期的に更新されるか、または改訂が行われたことの通知を受け取っ
たときに更新されることができる。
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【０１５７】
　[0184]コンテンツブロックのアドレスを（例えば、アドレス指定可能なエンティティま
たはオブジェクトを作成することによって）作成することによって、サーバから名前付き
オブジェクト（複数可）を取得し、その名前付きオブジェクトのカスタム化されたビュー
を閲覧／編集してから、統合および変換の問題を扱うサービスを利用することができる。
【０１５８】
　[0185]下記のシナリオ例は、本発明の一定の実施形態および本発明の多数の利点がより
良く理解されるように提示される。下記のシナリオ例は、本発明の実施形態のいくつかの
適用例および変形例を説明することのみを目的とする。当然ながら、これらのシナリオ例
は、本発明を限定するものとは決して考えられない。
【０１５９】
　[0186]シナリオ例Ａ：
　[0187]ＫＩＮＤＬＥリーダーまたはＮリーダーのユーザが文書を読んでおり、コメント
、タイプミスの訂正、強調表示、またはその他のなんらかの修正もしくは注釈によって文
書に寄与しようとしている。これらのリーダーは、そのリーダーが主としてエディタでな
い場合でも、何らかの編集能力を有する。したがって、本発明の一定の実施形態では、ユ
ーザがそのリーダーの能力、例えば注釈および編集の能力の利点を利用してから、それら
の修正を文書に戻して統合することができる。各デバイスまたはアプリケーションが共著
能力を含む代わりに、「サービスとしての文書」統合サービスは、複数の異種のプラット
フォームからでも、編集内容／コンテンツを文書に戻して統合することができる。
【０１６０】
　[0188]一実施形態では、リーダーが同期操作を行うときに統合を行うことができる（ユ
ーザが、達成可能な最も遠い位置からデジタルコンテンツを収集しながら複数のデバイス
にわたってデジタルコンテンツを読むことができるようにする操作など）。そのような１
つのケースでは、同期サービスに位置更新を求める呼び出しのときに、本発明の一実施形
態の変換および統合サービスに、文書に加えた修正を送ることができる。
【０１６１】
　[0189]別の実施形態では、例えば、ユーザが文書を保存することを選択したときなどの
ユーザによる能動的なステップに際して、リーダーは変換および統合サービスを呼び出す
ことができる。
【０１６２】
　[0190]クライアントはそのクライアントが理解できるレイヤを含んで共著を行う必要が
ないので、デバイスは「ダンパー」であること、すなわちデバイスリソースを他のアプリ
ケーションおよび機能に集中させることができる。
【０１６３】
　[0191]シナリオ例Ｂ：
　[0192]最近のバージョンのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤ文書および、Ｍｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｃｏｒｐ．から入手可能なワードプロセッサソフトウェアでは、文書はＤＯＣＸフ
ォーマットで作成されることがあるが、著者は、ｅＰｕｂフォーマットを使用するＮＯＯ
Ｋリーダーまたは、所有権付きのＡＺＷおよびＫＦ８フォーマットを使用するＡＭＡＺＯ
Ｎ　ＫＩＮＤＬＥリーダーなどのリーダーで文書の閲覧、またコメント付けまたは編集を
行おうとすることがある。その人は、このサービスを使用することによって、ＮＯＯＫリ
ーダーまたはＫＩＮＤＬＥリーダーに適したフォーマットで文書にアクセスして、例えば
、コメントを追加することなどによって文書を変更することができる。コメントはマスタ
ーファイルに戻して保管することができ、この場合、このファイルはＤＯＣＸファイルフ
ォーマットである。
【０１６４】
　[0193]シナリオ例Ｃ：
　[0194]現在、文書の作成に使用されたバージョンと異なるバージョンのＭＩＣＲＯＳＯ
ＦＴ　ＷＯＲＤ文書を開くと、文書のフィーチャがすべては表示されないことがある。例
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えば、あるフォントまたは書式が変わったり、例えば、脚注機能および一部のマクロなど
の複雑なフィーチャが消えたりすることがある。ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤ　９７（
ＤＯＣ拡張ファイルフォーマットを使用）およびＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤ　２０１
０（ＤＯＣＸ拡張ファイルフォーマットを使用）の場合のように、いくつかのケースでは
、バージョンの変更はファイルフォーマットの変更でもある。ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯ
ＲＤ　２００７およびＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤ　２０１０の場合のように、別のケ
ースでは、バージョンの変更は追加の機能および／またはフィーチャを提供する。
【０１６５】
　[0195]古いバージョンで文書を作成してから新しいバージョンで開いたときに起こる問
題は少なくなってはいるが、あるフィーチャが新しいバージョンで廃止されている場合ま
たは完全にはサポートされていない場合にはエラーが起こることがある。文書を開くため
に使用されるバージョンと異なるバージョンで作成された文書を表示することに関する問
題に加え、新しいバージョンで作成された文書を古いバージョンで開いてから保存すると
、文書を古いバージョンで再び開いたとしても、古いバージョンのフィーチャが失われる
ことがある。例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤ　２０１０ワードプロセッサアプリ
ケーションは、グラフィックスの作成および操作のフィーチャを含む。ＭＩＣＲＯＳＯＦ
Ｔ　ＷＯＲＤ　２０１０で凝ったグラフィックスを含む文書を作成しても、文書の最初の
ページのテキスト内のタイプミスを訂正するためにＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤ　９７
で開いてから保存すると、保存された文書は古いバージョン（ＤＯＣ拡張ファイルフォー
マット）に逆戻りして、凝ったグラフィックスが失われる。１つの単語を変更しただけで
も、文書全体が古いバージョンのグラフィック画像に逆戻りしてしまう。
【０１６６】
　[0196]一定の実施形態によれば、古いバージョンへのユーザの意図的な変更が認識され
、新しいフィーチャを保持したままで、新しいバージョンでサポートされる文書に統合す
ることができる。
【０１６７】
　[0197]シナリオ例Ｄ：
　[0198]コンテンツアクセスサービスを使用することによって、コンテンツを既存製品の
古いバージョンに合わせて調節することができる。例えば、ユーザ（最新プログラムを実
行している、およびその逆）が受け取るファイルはエンドポイントに基づいて調節されて
いる可能性があるので、ユーザは最新バージョンのソフトウェアアプリケーションへのア
ップグレードを遅らせることもできるし、または古い／新しい拡張ファイルフォーマット
を読むために、次のバージョンに下位互換性を要求することもできる。
【０１６８】
　[0199]例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＦＦＩＣＥ　２０１３を実行しているクライア
ントは利用可能なすべてのフィーチャを含むフルビューを受け取ってもよいが、同じ文書
がＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＦＦＩＣＥ　２００７を実行しているクライアントによって開
かれたときは、サービスは、消費ビュー用でありながらＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＦＦＩＣ
Ｅ　２００７のために最適化されたコンテンツをパッケージングする。最適化には、一定
のフィーチャを適切な忠実度のフィーチャに置き換えることを含むことができる。一例と
して、あるバージョンで提供される数式エディタには下位互換性がないことがある。した
がって、サービスは文書パッケージ内の数式を数式の画像または、文書の提供先のバージ
ョン内の数式エディタで編集可能な形に置き換えてもよい。
【０１６９】
　[0200]ワードプロセッサアプリケーションを含む、他の生産性アプリケーションのため
に類似の体験を提供することができる。例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＦＦＩＣＥ　２
０１３を実行しているクライアントは利用可能なすべてのフィーチャを含むフルビューを
受信してもよいが、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．から入手可能なＧＯＯＧＬＥ　ＤＯＣＳ、Ａ
ｐａｃｈｅ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎから入手可能なＡＰＡＣＨＥ　Ｏ
ＰＥＮＯＦＦＩＣＥ、またはＺｏｈｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＺＯＨＯ
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　ＯＦＦＩＣＥなどの別の生産性アプリケーションを実行しているクライアントから同じ
文書が開かれたときは、サービスは、消費ビュー用でありながらＧＯＯＧＬＥ　ＤＯＣＳ
、ＯＰＥＮＯＦＦＩＣＥ、またはＺＯＨＯ　ＯＦＦＩＣＥのために最適化されたコンテン
ツをパッケージングする。
【０１７０】
　[0201]シナリオ例Ｅ：
　[0202]マスターファイルは最も高い忠実度のフォーマットで保管されてもよい。例えば
、マスター文書が最新バージョンのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤで保存されてもよい。
古いバージョンのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤを実行しているクライアントは、ＤＯＣ
ＸフォーマットではなくＤＯＣフォーマットでファイルのサービスを受けることができる
。ユーザがＤＯＣ文書に変更を加え、その文書を保存すると（自動保存の一部として、ま
たは能動的ステップによって）、ＤＯＣ文書への変更はマスターファイルに戻してＤＯＣ
Ｘフォーマットで保存される。一実施形態では、ＤＯＣ文書全体がサーバでＤＯＣＸフォ
ーマットに補正される。別の実施形態では、ユーザが修正した部分のみが（単に、クライ
アントにＤＯＣファイルがサービスされたときにコンテンツに加えられた差異の一部では
なく）保存時にサーバに返される。この部分は次いで完全な忠実度の文書と再関連付けさ
れ得る。
【０１７１】
　[0203]シナリオ例Ｆ：
　[0204]複数の実施例では、同じ製品の異なるバージョン間で上位および下位の互換性を
促進することができる。現在、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤプログラムで保存されたフ
ァイルは、複数のターゲット向けに保存される。例えば、あるファイルで数式の最新バー
ジョンのフィーチャを使用してファイルを保存すると、ネイティブの数式データが保存さ
れ（編集のために適切な忠実度で読み戻せるように）、古いバージョンのワードプロセッ
サでその数式エディタがサポートされていなくても数式がどのように見えるかを表示でき
るように、数式の画像が保存される。古いバージョンには新しいバージョンが完全な忠実
度を取り戻すための方法についての情報が含まれてもよい
　[0205]ワードプロセッサの各バージョンは、あるフィーチャバージョンが完全な忠実度
を取り戻せるように、一定のフィーチャをラウンドトリップさせる方法に関する情報を含
む。ラウンドトリップとは、文書があるバージョンから別のバージョンに変わり、次に元
のバージョンに戻ることを指す。例えば、フィーチャＡがバージョンＸにあるが、バージ
ョンＹではフィーチャＡはフィーチャＡプライムとして表現されることがある。フィーチ
ャＡプライムがバージョンＸから閲覧またはアクセスされると、そのフィーチャはＡに戻
る。この仕組みでは、古いバージョンがそのフィーチャをどのようにラウンドトリップで
きるか、および追加データを保存するよう要求する可能性に基づいて、フィーチャバージ
ョンが下位互換性をもつことが強要される。
【０１７２】
　[0206]本発明の実施形態では、あるバージョンが様々なフィーチャをラウンドトリップ
させる方法を知るよう強要しないか、または強要の程度を軽減するとともに、複数のバー
ジョンをサポートするために保存するデータの量を減少させる。複数の実施形態では、あ
る製品の古いバージョンが、その製品の新しいバージョンからのコンテンツを読んで保持
できるようになる。
【０１７３】
　[0207]シナリオ例Ｇ：
　[0208]リッチテキストフォーマット（ＲＴＦ）は、様々な文書、テキストおよびグラフ
ィックスの書式設定属性を、多くのワードプロセッサアプリケーション用のプラットフォ
ーム間の文書交換に使用するために符号化するファイルフォーマットである。そのファイ
ルに想定されるクライアント／消費者をサポートするために、現在、ＲＴＦファイルには
１つのファイル内に複数の別バージョンの画像が保存される。例えば、あるファイルが現
在のバージョンの画像を提供し、第２の（またはより多くの）ファイルが１つまたは複数
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の古いバージョンの画像を提供し、別のファイルがＷＯＲＤ　２．０バージョン、さらに
別のファイルがＷＯＲＤＰＡＤバージョンを提供する。変換および統合サービスを提供す
ることによって、ワードプロセッサアプリケ－ションが多くのファイルフォーマットをサ
ポートする必要、または同じ内容の複数のファイルをもつ必要がなくなる。
【０１７４】
　[0209]シナリオ例Ｈ：
　[0210]統合サービスを適用して、Ｅメールで送られた文書内の変更を自動的に統合する
ことができる。そのようなケースでは、Ｅメールサービスまたはサーバが統合サービスと
通信できる。統合サービスは、Ｅメールサービス（またはＥメールサーバ）がエディタで
あるかのように統合を行うことができる。
【０１７５】
　[0211]例えば、あるグループの人々がある文書で共同作業してもよい。グループの１人
がオフラインで行った変更を、他の人にＥメールの添付として送信してもよい。サービス
およびシステムはその文書の識別子を知っているので、統合サービスと通信するよう構成
されたＥメールサービスまたはＥメールサービスをもつ受信者へのＥメール送信動作によ
って、ユーザに代わってマスター文書に変更を統合することができる。
【０１７６】
　[0212]別の例では、グループの１人が、第１のＥメールサービスに関連するアカウント
を使用する他の人にＥメールを送信し、その文書を添付してもよい。何人かの受信者は、
第１のＥメールサービスに繋がっていない第２のＥメールサービスを使用していてもよい
。例えば、第１のＥメールサービスがＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ．のＨＯＴＭＡＩＬ
サービスで、第２のＥメールサービスがＧｏｏｇｌｅ　ＩｎｃのＧＭＡＩＬサービスであ
ってもよい。
【０１７７】
　[0213]第１のＥメールサービスと繋がっていない第２のＥメールサービスのユーザの１
人が文書を編集して、編集した文書を添付して返信したときに、第１のＥメールサービス
が変更内容（オフラインで加えられた変更）をマスター文書に戻して統合することができ
る。第１のＥメールサービスは添付ファイルを受信し、文書（および文書の系統）を特定
して、統合サービスとの通信を開始することができる。統合サービスは、第１のＥメール
サービスがエディタであるかのように統合のサービスを行うことができる。
【０１７８】
　[0214]シナリオ例Ｉ：
　[0215]あるユーザが、制限されたコンピューティング能力および制限された帯域幅（た
とえば遅延に起因する）を有するデバイス（例えば電話）を使用してレビューするために
文書を受信してもよい。現在、そのユーザがこの環境で文書にコメント付けしようとする
と、ただ１つのコメントまたは変更でも、文書全体がサーバに返送される。一実施形態に
よれば、アクセスサービスはユーザのデバイスの制限への適応策を提供して、変更の確認
を行うためのコメントチェックボックス（「はい」または「いいえ」）を組み込むことが
できる。すると、チェックボックス応答の結果だけがサーバに返送されることができる。
この様式では、デバイスは必要なデータをサービスから取得してから、サービスを呼び戻
してコメントを更新して承認させることができる。サービスは確認結果を受け取り、忠実
度の高いコメントの修正および／または挿入を行うことができる。能力の限られたデバイ
スのユーザには、そのデバイスに共著のソフトウェア／技術を導入する費用をかけなくて
も、すべての共著体験を有しているように感じられる。
【０１７９】
　[0216]シナリオ例Ｊ：
　[0217]消費者デバイスへのコンテンツの適応の一例として、消費者デバイスがタッチ対
応デバイスであるが文書がタッチに対応していないケースがある。サービスは、例えば、
ズーム機能または拡大されたフィーチャなどを提供することによって文書を拡張して、文
書をタッチ対応にすることができる。図示される例のように、大画面のデバイスで最初に
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作成されたが小画面のデバイスでレンダリングするために提供される文書内の表には、表
を（閲覧のために）ズームインできるようにタッチ用の外観を追加することができる。
【０１８０】
　[0218]あるいは、または、さらにサービスは、小さいデバイスの寸法を考慮することに
よって３列の表のうち１列分のスペースしかないと判断し、小さい画面に適した形で表を
提示することができる。これには、ズームフィーチャを追加することまたは、一度に１列
のみを表示することが含まれてもよい。
【０１８１】
　[0219]シナリオ例Ｋ：
　[0220]ユーザがアドレス作成ＡＰＩを使用して、アドレス指定可能領域を指定すること
ができる。あるシナリオ例では、スプレッドシートアプリケーションで表がアクセス、閲
覧、および修正されてもよい。この表は、その表が作成されてアドレス指定可能領域に入
っているワードプロセッサアプリケーションから取得されてもよい。スプレッドシートア
プリケーションで変更が行われた後に、表がワードプロセッサの文書に返送され（必要な
ら変換されて）、統合されてもよい。この表は複数の文書に入れることができる。すなわ
ち、オブジェクトが画定された（かつ、アドレスを与えられた）後は、そのオブジェクト
への変更がサーバに戻されると、その変更はそのオブジェクト（およびアドレス）を全体
の一部として使用するすべての「文書」で見えるようになる。
【０１８２】
　[0221]ユーザが、あるバージョンに個別のアドレスを作成することによってコンテンツ
のそのバージョンを「凍結」してもよい。いくつかのケースでは、凍結されたバージョン
へのアクセスに追加の許可を関連付けてもよい。
【０１８３】
　[0222]ユーザがコンテンツブロックの編集中に一時的バージョンを提供し、ユーザが選
択したときにブロックへの変更が更新されるようにしてもよい。一実装では、これは、ユ
ーザがクライアントで、そのユーザがブロックへの変更を一時的に保存していることを明
らかにする、独立したプッシュ機能をもつことによって達成できる。そのようなケースの
１つでは、サービスは、直前のバージョンまたは一時的変更のどちらかをポインタと関連
付けることができる。
【０１８４】
　[0223]シナリオ例Ｌ：
　[0224]１つのシナリオ例では、エディタがＨＴＭＬで文書を要求することができる。Ｈ
ＴＭＬで提供された文書を閲覧および／または編集しながら、サービスを呼び出してアド
レス指定可能なサブ領域を作成することができる。すなわち、アドレスサービスがコンテ
ンツブロック（関連するメタデータを含んでもまたは含まなくてもよい）のためにアドレ
スを作成することができる。例えば、閲覧中のページおよび、その閲覧中のページ内に表
示されているデータのためのアドレスを要求することができる。例えば、要求は領域を閲
覧中のページとして定めることができ、その新しく作成されたアドレスに、その閲覧中の
ページ内のデータを保管する（または関連付けする）ことができる。複数の実施形態によ
れば、閲覧中のページをさらに分割して、特定の領域にアドレスを作成することができる
。どちらのケースでも、表示中のページの一部をキャプチャするよう要求するクライアン
トには、閲覧中の文書に加えられた修正に起因するデータサイズの変化を処理する能力は
必要ない。その代わりに、クライアントはアドレス作成ＡＰＩを呼び出すことができ、こ
のＡＰＩが統合および変換の問題を処理する。
【０１８５】
　[0225]例えば、エディタ／ビューアが受け取った文書のバージョンが、２００文字の文
字列の文字５５から文字７５までの範囲のコンテンツを提示することがある。しかし、（
その範囲内または範囲外で）文書に修正が加えられると、閲覧のために取り込まれる範囲
がユーザの所望する部分をカバーしていないことがある。
【０１８６】
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　[0226]その範囲内のテキストに対してアドレスを作成することによって、同じアドレス
に関連するテキストへの変更に起因して範囲が変化しても、範囲の変化は問題にならない
。その理由は、その変化を、すべてのコンテンツの取り出しに使用できる１つのアドレス
に関連付けることができるからである。いくつかのケースでは、ある特定の範囲の中のテ
キストをクライアントに与えることを求める要求が作成されるときにはアドレスが要求さ
れるという、アドレス作成ＡＰＩによる暗黙の了解があり得る。
【０１８７】
　[0227]範囲とは、ＨＴＭＬ文書のコンテンツの一部を指し、どの位置でも開始および終
了することができる。一般に、範囲オブジェクトは、範囲の開始点および終了点を含み、
その範囲内のコンテンツ（テキストまたはＨＴＭＬ要素など）のコピー、削除、置換を可
能にする。モニカーとは、１つまたは複数のオブジェクトを特定してその位置を知るため
に使用できるニックネームまたは名前を指す。ＨＴＭＬは、アンカーおよび名前付き領域
を含むこともでき、それらはアドレスサービスを通してアドレス指定可能にすることがで
きる。
【０１８８】
　[0228]シナリオ例Ｍ：
　[0229]第３者（または当事者）であるプロバイダ（第２のサービスのプロバイダ、また
はウェブプレゼンスを有するプロバイダ）は、アドレス作成サービスを使用して、独自の
アプリケーションを提供することができる、例えば、住宅ローン会社（またはその他のベ
ンダー）がアドレス作成サービスを使用して、ウェブアプリケーションのユーザがローン
を組む際に異なるオプションを試せるように、その会社のウェブアプリケーションを提供
することができる。ユーザによって調節可能なローンオプションの変数には、期間（例え
ば、３０年、１５年、７年）、細目、総額、月払い額などが含まれてもよい。このタイプ
の論理は、スプレッドシートアプリケーションを使用して実装することができる。単に住
宅ローン会社が顧客にスプレッドシートを提供するだけでは、そのようなプログラムを実
装したスプレッドシートアプリケーションはすぐに管理できなくなることがある。そのよ
うなプログラムを実装するために使用できる別の選択肢は、住宅ローン会社（またはベン
ダー）が独自のウェブアプリケーションおよび計算エンジンを作成することである。
【０１８９】
　[0230]スプレッドシートを提供したり、新しいウェブアプリケーションを提供したりす
る代わりに、本明細書に記載されるサービスのうち１つまたは複数を活用して、償却また
は他の融資シナリオのオプションを提供することができる。例示的一実装によれば、スプ
レッドシートアプリケーションのワークシートを住宅ローン会社が作成して、あるユーザ
のためにカスタム化したビューの一部として顧客が利用できるようすることができる。例
えば、ウェブアプリケーション（またはウェブページ）がスプレッドシート文書にアクセ
スして、住宅ローン会社がアドレス指定可能した部分に基づいて、ユーザにビューを提示
することができる。一実装では、住宅ローン会社は、顧客から情報を収集し、スプレッド
シートを作成し、顧客から収集した情報をスプレッドシートに記入するＷｅｂアプリケー
ションを作成することができる。「スプレッドシート」が、スプレッドシートＡＰＩを通
して呼び出され、そのＡＰＩがワークシートを作成し、スプレッドシートに範囲を追加し
、そのワークシート（または、セルもしくは範囲）に対する更新を可能にしてもよい（例
えば、範囲追加ＡＰＩまたは範囲修正／更新ＡＰＩ）。
【０１９０】
　[0231]スプレッドシートが作成された後は、住宅ローン会社のアプリケーションは、ユ
ーザがデータを閲覧および操作できるようにしてスプレッドシートを開くか、または専用
に作成されたユーザインタフェース内に情報（例えば、個別にアドレス可能な総額セルか
らの情報）を提示することができる。スプレッドシートのビューまたは専用に作成された
ユーザインタフェースのビューはユーザからの入力を受け取とってから、サービスを呼び
出して、結果の計算および／または更新を行わせることができる（例えば、計算ＡＰＩ、
または統合後のセルからデータを取得するための呼び出しを通して）。
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【０１９１】
　[0232]さらなる一実装では、データ入力および計算出力の一定部分に関連するスプレッ
ドシートのセルを個別にアドレス指定可能にしてもよく（アドレス作成サービスの使用を
通して）、ワードプロセッサまたはその他のアプリケーションからアクセスして、例えば
ローンアプリケーションの一部として使用できる文書ビューを作成してもよい。
【０１９２】
　[0233]図８は、いくつかの実施形態で使用されるコンピューティングデバイスの構成要
素を示すブロック線図である。例えば、システム８００を使用して、クライアントデバイ
ス、エディタ、またはリーダーをデスクトップコンピュータ、ノートコンピュータ、タブ
レット、スマートフォンなどの、１つまたは複数のアプリケーションを実行することので
きるものの形で実装することができる。いくつかの実施形態では、システム８００は、統
合されたＰＤＡおよび無線電話などの統合コンピュータデバイスである。本明細書に記載
されるシステムの複数の態様は、モバイルおよび従来のデスクトップの両方のコンピュー
タ、ならびにサーバコンピュータおよびその他のコンピュータシステムに適用可能である
ことを理解されたい。例えば、タッチスクリーンまたはタッチ入力可能デバイス（タッチ
入力可能なトラックパッドまたはマウスを含むが、これらに限定されない）が、モバイル
およびデスクトップの両方のデバイスに適用可能であることができる。
【０１９３】
　[0234]システム８００はプロセッサ８０５を含み、このプロセッサは１つまたは複数の
アプリケーションプログラム８１０および／またはオペレーティングシステム８２０の命
令に従ってデータを処理する。プロセッサ８０５はシステムオンチップ（ＳｏＣ）に、セ
ンサ（例えば、磁気探知機、環境光センサ、近接センサ、加速度計、ジャイロスコープ、
全地球測位システムセンサ、温度センサ、衝撃センサ）、およびネットワーク接続性のた
めの構成要素（無線／ネットワークインタフェース８３５を含む）などの１つまたは複数
の他の構成要素と共に含まれてよい、または含まれる。
【０１９４】
　[0235]１つまたは複数のアプリケーションプログラム８１０がメモリ８１５にロードさ
れ、オペレーティングシステム８２０上で、またはオペレーティングシステム８２０と関
連して実行してもよい。アプリケーションプログラムの例には、電話ダイヤルプログラム
、Ｅメールプログラム、ＰＩＭプログラム、ワードプロセッサプログラム、スプレッドシ
ートプログラム、インターネットブラウザプログラム、メッセージングプログラム、ゲー
ムプログラムなどが含まれる。その他のアプリケーションプログラムがメモリ８１５にロ
ードされてデバイス上で実行してもよく、これには様々なクライアントアプリケーション
およびサーバアプリケーションが含まれる。
【０１９５】
　[0236]メモリ８１５は、組み込みおよび取り外し可能なメモリコンポーネントを含む１
つまたは複数のメモリコンポーネントを包含してもよく、その１つまたは複数のメモリコ
ンポーネントがオペレーティングシステムを保存できることが理解される。様々な実施形
態によれば、オペレーティングシステムには、Ｓｙｍｂｉａｎ　Ｌｔｄ．のＳＹＭＢＩＡ
Ｎ　ＯＳ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）
　ＭＯＢＩＬＥ　ＯＳ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＷＩＮＤＯＷＳ
（登録商標）　ＰＨＯＮＥ　ＯＳ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＷＩ
ＮＤＯＷＳ、Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ　ＣｏｍｐａｎｙのＰＡＬＭ　ＷＥＢＯＳ
、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　ＬｉｍｉｔｅｄのＢＬＡＣＫＢＥＲＲＹ　Ｏ
Ｓ、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．のＡＰＰＬＥ　ＩＯＳ、および、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．のＧ
ＯＯＧＬＥ　ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）　ＯＳが含まれるが、これらに限定されない。
その他のオペレーティングシステムも意図されている。
【０１９６】
　[0237]システム８００はメモリ８１５内に不揮発性ストレージ８２５も含む。不揮発性
ストレージ８２５は、システム８００の電源が切られたときに失われてはならない永続的
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情報を保存するために使用されてもよい。アプリケーションプログラム８１０は不揮発性
ストレージ８２５を使用して、生産性アプリケーションでコンテンツの作成または修正が
行われている間に実行されたコマンドの記録などの情報を保存してもよい。また、ホスト
コンピュータシステム（サーバなど）上の対応する同期アプリケーションと対話するため
に同期アプリケーションが含まれ、アプリケーションプログラム８１０の一部として存在
して、不揮発性ストレージ８２５に保存された情報とホストコンピュータシステムに保存
された対応する情報との同期を維持してもよい。
【０１９７】
　[0238]システム８００は電源８３０を有し、この電源は１つまたは複数のバッテリーお
よび／または環境発電装置（環境放射線、光起電力、圧電、熱電、静電など）として実装
されてもよい。電源８３０は、ＡＣアダプタまたは給電ドッキングクレードルなどの、バ
ッテリーへの給電または充電を行う外部電源をさらに含んでもよい。
【０１９８】
　[0239]システム８００は、無線周波通信の送受信の機能を行う無線／ネットワークイン
タフェース８３５も含んでもよい。無線／ネットワークインタフェース８３５は通信事業
者またはサービスプロバイダを介して、システム８００と「外界」との間の無線接続性を
促進する。無線／ネットワークインタフェース８３５との間の伝送はオペレーティングシ
ステム８２０の制御下で行われ、オペレーティングシステム８２０は無線／ネットワーク
インタフェース８３５が受信した通信をアプリケーションプログラム８１０に伝え、また
、その逆を行う。
【０１９９】
　[0240]システム８００は無線／ネットワークインタフェース８３５によって、サーバコ
ンピューティングデバイスおよびその他のクライアントデバイスを含む他のコンピューテ
ィングデバイスとネットワークを介して通信することができる。
【０２００】
　[0241]オーディオインタフェース８４０を使用して、聴覚信号をユーザに提供し、かつ
、ユーザから受け取ることができる。例えば、電話の会話を容易にするなどのために、オ
ーディオインタフェース８４０をスピーカに接続して聴覚出力を提供し、かつマイクロフ
ォンに接続して聴覚入力を受け取ることができる。また、ユーザが音声コマンドを通じて
コンピューティングデバイスと対話できるように、スピーカが組み込まれてもよい。
【０２０１】
　[0242]システム８００は、ビデオインタフェース８４５をさらに含んでもよく、このイ
ンタフェースは静止画像、ビデオストリームなどを記録するための任意選択のカメラ（図
示せず）の操作を可能にする。また、コンピューティングデバイスとの対話に使用される
ジェスチャをキャプチャするためにカメラが使用されてもよい。
【０２０２】
　[0243]ディスプレイ８５５を通して視覚出力を提供することができる。ディスプレイ８
５５はタッチスクリーンディスプレイでもよい。いくつかのケースでは、ディスプレイは
タッチスクリーンでなくてもよく、ディスプレイ８５５のグラフィカルユーザインタフェ
ースの部分として表示される選択項目を選択するためにボタン、キー、ローラーホイール
などのユーザ入力要素が使用される。
【０２０３】
　[0244]ユーザ入力のためにキーパッド８６０を含むことができる。キーパッド８６０は
物理キーボードでもよいし、またはタッチスクリーンディスプレイ８５５上に生成される
ソフトキーパッドでもよい。いくつかの実施形態では、ディスプレイおよびキーパッドが
組み合わされている。いくつかの実施形態では、オーディオインタフェース８４０および
ビデオインタフェース８４５を含む２つ以上の入出力（Ｉ／Ｏ）コンポーネントが組み合
わされてもよい。それぞれの入出力コンポーネントに個別のプロセッサが含まれてもよい
し、または処理機能がプロセッサ８０５に組み込まれてもよい。
【０２０４】
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　[0245]ディスプレイ８５５は、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）要素、コ
ンテキスト予測ツールバーユーザインタフェース、テキスト、画像、動画、通知、仮想ボ
タン、仮想キーボード、メッセージングデータ、インターネットコンテンツ、デバイス状
態、時刻、日付、カレンダデータ、お気に入り、地図情報、位置情報、およびその他の、
視覚形式で提示可能な任意の情報を提示してもよい。いくつかの実施形態では、ディスプ
レイ８５５は、任意のアクティブマトリクスまたはパッシブマトリクス技術、および任意
のバックライト技術（使用する場合）を利用する液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）である。い
くつかの実施形態では、ディスプレイ８５５は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプ
レイである。当然ながら、その他のディスプレイタイプも意図されている。
【０２０５】
　[0246]タッチスクリーン（ディスプレイに関連付けられてもよい）は、タッチの存在お
よび位置を検出するように構成された入力デバイスである。タッチスクリーンは抵抗膜タ
ッチスクリーン、表面弾性波タッチスクリーン、赤外線タッチスクリーン、光イメージン
グタッチスクリーン、分散信号タッチスクリーン、音響パルス認識タッチスクリーンであ
ってもよく、または、その他の任意のタッチスクリーン技術を利用してもよい。いくつか
の実施形態では、タッチスクリーンはディスプレイの上部に透明な層として組み込まれ、
ユーザが１回または複数回のタッチを使用して、ディスプレイ上に提示されたオブジェク
トまたはその他の情報と対話できるようにする。
【０２０６】
　[0247]他の実施形態では、コンピューティングデバイスのディスプレイのない表面にタ
ッチパッドが組み込まれていてもよい。例えば、コンピューティングデバイスがディスプ
レイの上部にタッチスクリーンを有し、ディスプレイの反対側の表面にタッチパッドを有
してもよい。
【０２０７】
　[028]いくつかの実施形態では、タッチスクリーンはシングルタッチスクリーンである
。他の実施形態では、タッチスクリーンはマルチタッチスクリーンである。いくつかの実
施形態は、タッチスクリーンが個別のタッチ、単一タッチジェスチャ、および／またはマ
ルチタッチジェスチャを検出するように構成されている。便宜上、それらは本明細書では
集合的にジェスチャと称される。下記に、いくつかのジェスチャについて説明する。これ
らのジェスチャは例示を目的とし、添付の特許請求の範囲を制限することを意図しないこ
とを理解されたい。さらに、説明されるジェスチャ、追加のジェスチャ、および／または
代替のジェスチャが、タッチスクリーンと共に使用するためのソフトウェアに実装されて
もよい。そのように、開発者は特定のアプリケーションプログラムに特有のジェスチャを
作成してもよい。
【０２０８】
　[0249]いくつかの実施形態では、タッチスクリーンはタップジェスチャをサポートする
。このジェスチャでは、ユーザがディスプレイ上に提示された項目を１回タップする。タ
ップジェスチャは様々な理由で使用されてもよく、これにはユーザがタップするものを開
くか、または起動することが含まれるが、これに限定されない。いくつかの実施形態では
、タッチスクリーンはダブルタップジェスチャをサポートする。このジェスチャでは、ユ
ーザがディスプレイ上に提示された項目を２回タップする。ダブルタップジェスチャは様
々な理由で使用されてもよく、これには段階的なズームインまたはズームアウト、テキス
ト内の単語の選択が含まれるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、タッ
チスクリーンは長押しジェスチャをサポートする。このジェスチャでは、ユーザがタッチ
スクリーンをタップし、所定の時間以上接触したままにする。長押しジェスチャは様々な
理由で使用されてもよく、これにはコンテキスト固有のメニューを開くことが含まれるが
、これに限定されない。
【０２０９】
　[0250]いくつかの実施形態では、タッチスクリーンはパンジェスチャをサポートする。
このジェスチャでは、ユーザがタッチスクリーンに指を置き、タッチスクリーンに接触し
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たまま指をタッチスクリーン上で動かす。パンジェスチャは様々な理由で使用されてもよ
く、これには複数のスクリーン、画像またはメニューを通って抑制された速度で移動する
ことが含まれるが、これに限定されない。マルチフィンガーパンジェスチャもまた、意図
されている。いくつかの実施形態では、タッチスクリーンはフリックジェスチャをサポー
トする。このジェスチャでは、ユーザがスクリーンを動かしたい方向に指を滑らせる。フ
リックジェスチャは様々な理由で使用されてもよく、これにはメニューまたはページを水
平または垂直にスクロールすることが含まれるが、これに限定されない。いくつかの実施
形態では、タッチスクリーンはピンチおよびストレッチジェスチャをサポートする。この
ジェスチャでは、ユーザがタッチスクリーン上で２本の指（例えば、親指および人差し指
）でつまむ動作または２本の指の間を開く動作をする。ピンチおよびストレッチジェスチ
ャは様々な理由で使用されてもよく、これにはウェブサイト、地図、または図の無段階の
ズームインおよびズームアウトが含まれるが、これに限定されない。
【０２１０】
　[0251]上記のジェスチャは、ジェスチャを行うために１本または複数の指を使用する場
合について説明したが、つま先、鼻、あごなどのその他の体の部分、またはスタイラスペ
ンなどの物を使用してタッチスクリーンと対話してもよい。そのように、上記のジェスチ
ャは例示を目的とし、決して限定的と判断されてはならないことを理解されたい。
【０２１１】
　[0252]システム８００を実装する、どのモバイルコンピュータデバイスまたはデスクト
ップコンピュータデバイスでも、記載されたものより多くの、または少ないフィーチャま
たは機能性を有してもよく、本明細書に記載される構成に限定されないことを理解された
い。
【０２１２】
　[0253]例えば、いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースおよび各種の情報を壁
面に投影して、その壁面上で表示および対話が行われてもよい。
　[0254]様々な実装では、システム８００を介して保存されるデータ／情報には、デバイ
スでローカルに保存されるデータキャッシュを含んでもよいし、または無線／ネットワー
クインタフェース８３５を介して、または、デバイスとそのデバイスに関連する別体のコ
ンピューティングデバイスとの間の有線接続を介して、デバイスによってアクセスされて
もよい任意の数のストレージ媒体にデータが保存されてもよい。デバイスに関連するコン
ピューティングデバイスは、例えば、インターネットなどの分散コンピューティングネッ
トワーク内のサーバコンピュータなどである。そのようなデータ／情報は、無線インタフ
ェース８３５または分散コンピューティングネットワークを介してデバイスによってアク
セスされてもよいことが理解されよう。同様に、そのようなデータ／情報は、電子メール
および共同作業に関するデータ／情報共有システムを含む、よく知られたデータ／情報の
伝送および保存手段に従って、容易にコンピューティングデバイス間で伝送され、保存お
よび使用されることがある。
【０２１３】
　[0255]本明細書で説明する一定の技法は、１つまたは複数のコンピューティングデバイ
スによって実行される、プログラムモジュールなどのコンピュータ実行可能な命令の一般
的な文脈で記載されている。一般に、プログラムモジュールはルーチン、プログラム、オ
ブジェクト、コンポーネント、およびデータ構造を含み、これらは特定の仕事を行うか、
または特定の抽象データ型を実装する。
【０２１４】
　[0256]複数の実施形態はコンピュータプロセスとして、コンピューティングシステムと
して、または、コンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読媒体などの製造者製
品として実装されてもよい。本明細書に記載される一定の方法およびプロセスは、コード
および／またはデータとして具体化され、１つまたは複数のコンピュータ可読媒体に保存
されてもよい。本発明の一定の実施形態では、実行されると前述した方法論の１つまたは
複数をシステムに行わせる１組の命令を内部に有するコンピュータシステムの形の機械を
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使用することが意図される。一定のコンピュータプログラム製品は、コンピュータシステ
ムによって読み取られる１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体であって、コンピュ
ータプロセスを実行するための命令から成るコンピュータプログラムが符号化されている
。
【０２１５】
　[0257]コンピュータ可読媒体は、入手可能な任意のコンピュータ可読記憶媒体または、
コンピュータシステムからアクセス可能な通信媒体であることができる。
　[0258]通信媒体には、例えば、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュ
ールまたはその他のデータなどを含む通信信号を、１つのシステムから別のシステムに伝
送する媒体が含まれる。通信媒体は、ケーブルおよびワイヤ（例えば、光ファイバ、同軸
ケーブルなど）などの誘導された伝送媒体および、音波、電磁気、ＲＦ、マイクロ波およ
び赤外線などのエネルギー波を伝播させることのできる無線（誘導なしの伝送）媒体を含
むことができる。コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールまたはその
他のデータは、例えば、搬送波または、スペクトル拡散技法の一部として使用される類似
の機構などの無線媒体に変調データ信号として具体化することができる。「変調データ信
号」という用語は、その信号の特性のうち１つまたは複数が、信号内の情報の符号化に関
する１つの様式で変更または設定されている信号を指す。変調は、アナログ、デジタルま
たは混合変調技法であってもよい。通信媒体、特にコンピュータシステムによって使用可
能なデータを含むことのある搬送波および他の伝播信号は、コンピュータ可読記憶媒体に
は含まれない。
【０２１６】
　[0259]制限ではなく例として、コンピュータ可読記憶媒体には、コンピュータ可読命令
、データ構造、プログラムモジュールまたはその他のデータなどの情報の保存のための任
意の方法または技術に実装された、揮発性および不揮発性の、取り外し可能および取り外
し不可能な媒体が含まれ得る。例えば、コンピュータ可読記憶媒体には、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ）などの揮発性メモリおよびフラッシュメモリな
どの不揮発性メモリ、様々な読出し専用メモリ（ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ）、磁気および強磁性／強誘電性メモリ（ＭＲＡＭ、ＦｅＲＡＭ）、ならびに、磁
気および光記憶デバイス（ハードドライブ、磁気テープ、ＣＤ、ＤＶＤ）またはその他の
、コンピュータシステムによる使用のためにコンピュータ可読情報／データを保存するこ
とのできる、現在知られている、または将来開発される媒体が含まれるが、これらに限定
されない。
【０２１７】
　[0260]さらに、本明細書に記載される方法およびプロセスはハードウェアモジュールに
実装することができる。例えば、ハードウェアモジュールには、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）チップ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、およびその他
の、現在知られている、または将来開発されるプログラム可能論理デバイスが含まれるが
、これらに限定されない。ハードウェアモジュールが起動されると、そのハードウェアモ
ジュールは、そのハードウェアモジュール内に含まれている方法およびプロセスを行う。
【０２１８】
　[0261]本仕様で「一実施形態」、「ある実施形態」、「例示的実施形態」などは、その
実施形態に関連して記載される特定の特徴、構造、または特性が、本発明の少なくとも１
つの実施形態に含まれることを意味する。本仕様内の様々な場所に記載されているそのよ
うな局面は、必ずしもすべて同じ実施形態に関するものではない。さらに、本明細書に開
示されるどの発明または実施形態のどの要素または制限も、他の要素または制限のいずれ
かまたはおよび／もしくはすべてと（個別または任意の組み合わせで）、または本明細書
に開示される他のどの発明もしくは実施形態とも組み合わせることができ、それらの組み
合わせのすべてが、本発明の範囲に関して無制限に意図されている。
【０２１９】
　[0262]本明細書に記載される例および実施形態は、単に例示することが目的であり、そ
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よび範囲に含まれることが理解される。
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